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第１ 【企業の概況】 

１ 【主要な経営指標等の推移】 

  

 
(注) １ 売上高には、消費税等は含まれておりません。 

２ 潜在株式が存在しないため記載しておりません。 

３ 提出会社の「１株当たり純資産額」、「１株当たり中間(当期)純利益」及び「潜在株式調整後１株当たり中

間(当期)純利益」については、中間連結財務諸表を作成しているため記載を省略しております。 

４ 純資産額の算定にあたり、第110期中から「貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基準」(企業会計基

準第５号)及び「貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基準等の適用指針」(企業会計基準適用指針第

８号)を適用しております。 

５ 第110期中まで、従業員数に派遣社員を含めて表示しておりましたが、第110期から派遣社員は臨時従業員と

して（ ）外数で記載しております。 

  

  

第一部 【企業情報】

回次 第109期中 第110期中 第111期中 第109期 第110期

会計期間

自 平成17年 
  ４月１日 
至 平成17年 
  ９月30日

自 平成18年
  ４月１日 
至 平成18年 
  ９月30日

自 平成19年
  ４月１日 
至 平成19年 
  ９月30日

自 平成17年 
  ４月１日 
至 平成18年 
  ３月31日

自 平成18年
  ４月１日 
至 平成19年 
  ３月31日

(1) 連結経営指標等
売上高 (百万円) 33,450 39,853 53,138 67,846 88,196
経常利益 (百万円) 2,166 2,648 4,465 3,700 7,130
中間(当期)純利益 (百万円) 1,590 1,778 3,472 2,632 4,853
純資産額 (百万円) 30,790 36,200 45,141 33,141 40,840
総資産額 (百万円) 80,859 89,070 110,470 83,715 102,058
１株当たり純資産額 (円) 446.93 497.59 617.26 481.15 560.24
１株当たり中間(当期) 
純利益

(円) 23.08 25.82 50.44 38.21 70.47

潜在株式調整後 
１株当たり中間 
(当期)純利益

(円)
― 

(注)2
―

(注)2
―

(注)2
―

(注)2
― 

(注)2

自己資本比率 (％) 38.1 38.5 38.5 39.6 37.8
営業活動による 
キャッシュ・フロー

(百万円) △168 △1,353 2,181 2,653 △3,702

投資活動による 
キャッシュ・フロー

(百万円) △191 △1,498 △1,738 △855 △2,954

財務活動による 
キャッシュ・フロー

(百万円) 677 △248 58 △453 4,368

現金及び現金同等物 
の中間期末(期末)残高

(百万円) 8,366 6,564 8,499 9,647 7,752

従業員数 
(ほか、平均臨時 
雇用者数)

(名)
1,919 
(141)

2,027
(222)

2,201
(204)

1,942 
(131)

2,093
(231)

(2) 提出会社の経営指標等
売上高 (百万円) 16,681 17,535 19,813 33,855 36,041
経常利益 (百万円) 937 967 1,208 1,968 2,078
中間(当期)純利益 (百万円) 885 731 902 1,815 1,493
資本金 (百万円) 11,626 11,626 11,626 11,626 11,626
発行済株式総数 (株) 69,068,822 69,068,822 69,068,822 69,068,822 69,068,822
純資産額 (百万円) 29,061 30,343 31,840 30,337 31,293
総資産額 (百万円) 58,726 61,528 64,117 61,382 63,388
１株当たり配当額 (円) ― ― 6.00 7.50 10.00
自己資本比率 (％) 49.5 49.3 49.7 49.4 49.4
従業員数 
(ほか、平均臨時 
雇用者数)

(名)
403 
(―)

393
(―)

373
(36)

393 
(―)

363
(28)



２ 【事業の内容】 

当中間連結会計期間において、当社グループ(当社及び当社の関係会社)が営んでいる事業の内容に重要

な変更はありません。 

また、主要な関係会社についても異動はありません。 

  

３ 【関係会社の状況】 

当中間連結会計期間において、重要な関係会社の異動はありません。 

  

４ 【従業員の状況】 

(1) 連結会社の状況 

平成19年９月30日現在 

 
(注) １ 従業員数は就業人員（当社グループからグループ外への出向者を除き、グループ外から当社グループへの出

向者を含む。）であり、臨時雇用者数（パートタイマー、人材会社からの派遣社員、季節工を含む。）は、

当中間連結会計期間の平均人員を（ ）外数で記載しております。 

２ 全社（共通）として、記載されている従業員数は、特定のセグメントに区別できない管理部門に所属してい

るものであります。 

  

  

  

(2) 提出会社の状況 

平成19年９月30日現在 

 
(注) 従業員数は就業人員（当社から社外への出向者を除き、社外から当社への出向者を含む。）であり、臨時雇用

者数（パートタイマー、人材会社からの派遣社員、季節工を含む。）は、当中間連結会計期間の平均人員を

（ ）外数で記載しております。 

  

(3) 労働組合の状況 

労使関係について、特に記載すべき事項はありません。 

  

事業の種類別セグメントの名称 従業員数(名)

塗料関連事業
2,131 (182)

その他の事業
34 ( 16)

全社(共通)
36 (  6)

合計
2,201 (204)

従業員数(名) 373 ( 36)



第２ 【事業の状況】 

１ 【業績等の概要】 

(1) 業績 

当中間連結会計期間におけるわが国の経済は、原油価格の高騰など景気の先行きに対する不安材料は

あるものの、企業収益の改善を背景とした民間設備投資の増加などでゆるやかな拡大基調となりまし

た。 

また、世界経済におきましては米国ではサブプライムローン問題などの影響で景気の減速感はあるも

のの、アジア経済は中国を中心に設備投資や輸出の増加などで引き続き堅調に推移しました。 

こうしたなか、当社グループを取り巻く環境としましては、素材価格の高騰により塗料用原材料価格

が上昇を続ける厳しい状況となりましたが、製品価格の改定、経費の削減、生産の効率化などあらゆる

対策を講じてまいりました。しかしながら原油価格の急激な上昇は依然として続いており、製品価格の

改定による利益効果は限定的なものとなりました。 

このような状況のもと当社グループは、海外市場を中心に船舶用塗料やコンテナ用塗料の売上が順調

に増加し、売上高は53,138百万円と前年同期に比べ13,284百万円（33.3%）の増加となりました。営業

利益につきましては、海外での価格改定が進んだことなどから4,600百万円と前年同期に比べ1,990百万

円（76.3%）の増加となり、経常利益は4,465百万円と前年同期と比べ1,817百万円（68.6%）の増加とな

りました。 

また、中間純利益につきましては3,472百万円と前年同期と比べ1,694百万円（95.3%）の増加となり

ました。 

  

① 事業の種類別セグメントの業績を示すと、次のとおりであります。 

 Ａ 塗料関連事業 

   船舶用塗料では国内では新造船向けが引続き堅調で、海外においては修繕船用塗料を中心とし

て中国や欧州で増加しました。 

   工業用塗料は国内では公共投資の抑制などによる需要の低迷や価格競争の激化から厳しい状況

が続いたものの、海外においては中国、東南アジアで重防食用塗料が増加しました。 

   また、コンテナ用塗料は順調に推移したことや価格改定も進んだことにより増加しました。 

   その結果、塗料関連事業の売上高は52,838百万円と前年同期に比べ13,399百万円（34.0%）の

増収となり、営業利益については国内では価格改定が進まなかったものの、海外では比較的順調

に値上が浸透したことにより5,137百万円と前年同期に比べ2,152百万円（72.1%）の増益となり

ました。 

Ｂ その他の事業 

その他の事業としましては、不動産賃貸及びゴルフ練習場を運営しておりますが、売上高は

299百万円と前年同期に比べ114百万円（△27.7%）の減収となり、営業利益は170百万円と前年同

期に比べ28百万円（△14.3%）の減益となりました。 

  



② 所在地別セグメントの業績を示すと、次のとおりであります。 

 Ａ 日本 

   工業用塗料は国内では公共投資の抑制や価格競争の激化などにより低調となりましたが、船舶

用塗料は新造船建造が引続き堅調なことから売上高は19,318百万円と前年同期に比べ1,977百万

円（11.4%）の増収となり、営業利益につきましては原材料価格高騰による原価上昇分の販売価

格への転嫁が進まなかったことを経費の削減や生産の効率化で補完し1,105百万円と前年同期に

比べ455百万円（70.2%）の増益となりました。 

Ｂ アジア 

   中国、東南アジアでの市場拡大にともない出荷量も順調に推移したことから、船舶用塗料、工

業用塗料、コンテナ用塗料とも大幅に増加し、また価格改定も進んだことから売上高は28,270百

万円と前年同期に比べ9,993百万円（54.7%）の増収となり、営業利益につきましては値上効果も

あり3,435百万円と前年同期に比べ1,586百万円（85.8%）の増益となりました。 

Ｃ その他の地域   

    欧州での修繕船用塗料が増加したことにより売上高は5,550百万円と前年同期と比べ1,313百万

円（31.0%）の増収となり、営業損失は欧州通貨高騰の影響から仕入価格が上昇したことにより

205百万円と前年同期に比べ16百万円（8.5%）の減少となりました。 

  

(2)  キャッシュ・フローの状況 

当中間連結会計期間末における現金及び現金同等物は8,499百万円と前連結会計年度末と比べ747

百万円増加となりました。 

（営業活動によるキャッシュ・フロー） 

   主に中国における売上増加により売上債権・たな卸資産は増加したものの、税金等調整前中間

純利益の増加などにより2,181百万円のプラスとなり、前年同期に比べ3,534百万円の増加となり

ました。 

（投資活動によるキャッシュ・フロー） 

     上海新工場の建設による固定資産の取得などにより1,738百万円のマイナスとなり、前年同期

に比べ239百万円の減少となりました。 

（財務活動によるキャッシュ・フロー）   

            配当金の支払は増加したものの、生産能力増強のための借入金の増加などにより58百万円のプ

ラスとなり、前年同期に比べ306百万円の増加となりました。 

  



２ 【生産、受注及び販売の状況】 

(1) 生産実績 

  

 
(注) 金額は製造原価で表示しており、消費税等は含まれておりません。 

  

(2) 受注状況 

一部の特殊品を除いて販売予量に基づく見込み生産を行っております。 

  

(3) 販売実績 

  

 
(注) １ セグメント間の取引については相殺消去しております。 

２ 上記の金額には、消費税等は含まれておりません。  

  

３ 【対処すべき課題】 

当中間連結会計期間において、事業上及び財務上の対処すべき課題に重要な変更及び新たに生じた課題

はありません。 

  

４ 【経営上の重要な契約等】 

当中間連結会計期間において、新たに締結した経営上の重要な契約等はありません。 

  

事業の種類別セグメントの 
名称及び用途

当中間連結会計期間

（自 平成19年４月１日

至 平成19年９月30日）

金額(百万円) 前年同期比(％)

塗料関連事業(船舶用塗料) 21,217 32.3

塗料関連事業(工業用塗料) 4,874 17.0

塗料関連事業(コンテナ用塗料) 12,889 45.5

その他の事業 ― ―

合計 38,981 34.1

事業の種類別セグメントの 
名称及び用途

当中間連結会計期間

（自 平成19年４月１日

至 平成19年９月30日）

金額(百万円) 前年同期比(％)

塗料関連事業(船舶用塗料) 31,468 33.3

塗料関連事業(工業用塗料) 7,124 13.3

塗料関連事業(コンテナ用塗料) 14,244 49.4

その他の事業 299 △27.7

合計 53,138 33.3



５ 【研究開発活動】 

当中間連結会計期間の研究活動は、顧客ニーズを第一として信頼される製品開発に主眼を置き、市場に

合致する差別化商品の開発に意欲的に取り組むとともに、健康、安全に配慮した環境負荷低減型の製品造

りに邁進してまいりました。 

当社グループの基幹製品はグローバルサプライを根幹とすることから、技術研究部門は日本においては

広島県大竹市、滋賀県野洲市に各々研究センター、技術センターを配置し、海外では中国の上海に技術サ

ービスセンター、シンガポールに技術部を配置し、世界的視野に立ち技術・研究開発や既存製品の改良を

行うことにより、顧客の信頼を得ております。 

特に中国においては加速的に拡大する市場の顧客に対し、各技術センターとの連携を基に技術対応をよ

り迅速・円滑に進めております。 

今後も国内外の研究開発を充実させ、特化した分野で世界一の技術確立を図り市場の拡大と新規需要分

野への製品開発に鋭意努力してまいります。 

塗料関連事業に係わる研究開発の具体的な活動は、次のとおりであります。 

  

船舶用塗料関係 

(1) 国際海事機構の外交会議において防汚塗料の有機錫の使用禁止が採択され、世界のあらゆる海域に

おいて高い防汚性能を発揮し、燃料節減型の環境に優しい非錫系船底防汚塗料の開発・改良を重点的

に行っております。その研究成果を基に各種の新規非錫系加水分解型防汚塗料を販売ルートにのせ業

績に大きく貢献しております。 

また、塗膜表面エネルギーを制御することで防汚剤を使用しない究極の船底防汚塗料の開発に成功

し、運航性能の確信を得たことから、本格的に世界的市場展開を推進しております。 

この他各種のメカニズムを基とした新形態の船底防汚技術の開発を行っており、これらは主として

広島県大竹市の技術・研究部門が担当しております。 

(2) 新造船用塗料では環境対応型の防食塗料を全面的に導入するとともに、塗装合理化、省力化に寄与

する製品など、より使い易くまた海外ニーズにも応えた製品の開発・改良に努め数多くの実績をあげ

ております。 

(3) ＶＯＣ排出規制、国際海事機構のバラストタンク塗装標準化などに対応した長期耐久性と環境対応

型を兼備するハイソリッド型塗料、無溶剤型塗料、水系塗料などの開発を行っております。 

  

工業用塗料関係 

(1) 住宅フロアーなど木質建材用塗料での当社のシェアは高く、ユーザーからの要望に沿った製品の開

発と改良を実施するとともに、無機建材用塗料の開発にも注力することにより販売シェアが大きく伸

長致しました。特に木質建材塗料については、シックハウスの問題が注目され、ホルムアルデヒド削

除、ＶＯＣ総量規制に対応した塗装系の開発に注力し、無溶剤型、水系型などの開発に成果をあげて

おります。 

また、木質用塗料の研究で培ったＵＶ硬化技術をプラスチック成形品、フィルム、金属分野に用途

展開し拡販に成果をあげております。 

これらは主として滋賀県野洲市の技術・研究部門が担当しております。 



(2) 一般の重防食分野においては環境に優しい塗料の開発というコンセプトを基本に市場ニーズに対応

した長期防食性、超耐候性、耐汚染性塗料の改良開発を行い売上の安定化に寄与しております。 

また、ＥＢ硬化機能、真空蒸着機能、光触媒機能、電波吸収機能、電磁波シールド機能、高・低屈

折率発熱機能、アスベスト固定化機能など特殊な技術を要する新規分野の研究を進め、光触媒塗料、

真空蒸着用塗料、電波吸収塗料を中心に成果をあげております。 

(3) 全般にＶＯＣを抑制した塗料（粉体塗料、水性塗料を含む）と塗装システムの開発を進めており既

存顧客だけでなく新規市場への展開を図るべく着々と成果を積み上げてきております。 

(4) 工業用においても中国、韓国、東南アジアを始めとし、海外をターゲットにした研究開発を行って

おります。 

  

コンテナ塗料関係 

(1) コンテナ用塗料に関し、当社は世界の約35％のシェアを有し、耐汚染性の良い製品など各ユーザー

からの要望に対応した塗装仕様も含めた製品の開発と改良に力を注いでおります。  

    ユーザーからの強い要望により開発した低臭気型のコンテナ用塗料は高評価を得て、売上の向上に

寄与しております。  

(2) 環境保全にも常に注目し、時代を先取りした水系塗料などの環境対応型塗料についても研究開発を

行っております。これらは主として広島県大竹市の技術部門が担当しております。 

  

塗料用樹脂原料関係 

   塗料の開発改良及びコスト削減に重要な要素である樹脂原料の研究に取り組んでおり、グループ内部

での樹脂製造によるコスト削減や新規塗料用樹脂の開発による新規塗料の製品創出に多大な成果をあげ

ております。 

  

以上に要した当中間連結会計期間における研究開発費の金額は879百万円であります。 

  



第３ 【設備の状況】 

１ 【主要な設備の状況】 

当中間連結会計期間中に以下の設備を取得いたしました。 
  

 

会社名
事業所 

(所在地)

事業の種類別 
セグメントの 

名称
設備の内容

帳簿価額(百万円)
従業員数 
(名)建物及び

構築物

機械装置
及び 

運搬具

工具器具
及び備品

合計

提
出
会
社

中国塗料㈱

滋賀事業所 
(滋賀県野洲市)

塗料関連事業
工業用塗料他 
生産設備

13 0 41 55 68

九州工場 
(佐賀県神埼郡 
吉野ヶ里町)

塗料関連事業
船舶用塗料他 
生産設備等

15 85 6 107 16

大竹研究センター 
(広島県大竹市)

塗料関連事業 塗料研究設備等 16 ─ 66 83 88

吉島ゴルフ練習場 
(広島県広島市)

その他の事業
ゴルフ練習場 
設備

― ― 1 1 ―

広島本社 
(広島県大竹市)

塗料関連事業 事務所設備 ― ― ― ― 11

東京本社 
(東京都千代田区)

塗料関連事業 事務所設備 ― ― 1 1 190

その他事業所 塗料関連事業 事務所設備等 5 ― 3 8 ―

小計 50 85 121 258 373

国
内
子
会
社 
 

大竹明新化学㈱
本社工場 
(広島県大竹市)

塗料関連事業 塗料生産設備 31 51 4 87 60

神戸ペイント㈱
本社工場 
(兵庫県加古郡稲美町)

塗料関連事業 塗料生産設備 ― 0 0 1 62

三陽興産㈱
本社 
(高知県宿毛市)

塗料関連事業 網染設備 ― ― ― ― 13

その他国内子会社 その他事業所

塗料関連事業 

及び 

その他の事業

ゴルフ練習場他 2 ― 0 2 147

小計 33 52 5 91 282

海

外

子

会

社

CHUGOKU MARINE 
PAINTS 
(Shanghai),Ltd.

上海工場 
(中国 上海市)

塗料関連事業 塗料生産設備 ― 571 35 606 586

CHUGOKU MARINE 
PAINTS (Guang 
Dong),Ltd.

広東工場 
(中国 広東省)

塗料関連事業 塗料生産設備 ― 2 9 11 195

CHUGOKU MARINE 
PAINTS 
(Singapore) 
Pte.,Ltd.

シンガポール工場 
(シンガポール)

塗料関連事業 塗料生産設備 ― 4 6 11 102

CHUGOKU PAINTS 
(Malaysia) 
Sdn. Bhd.

マレーシア工場 
(マレーシア)

塗料関連事業 塗料生産設備 ― 8 2 10 132

P.T.CHUGOKU  
PAINTS INDONESIA

インドネシア工場 
(インドネシア 
ジャカルタ)

塗料関連事業 塗料生産設備 ― ― ― ― 107

CHUGOKU-SAMHWA  
PAINTS ,Ltd.

韓国工場 

(韓国 金海市)
塗料関連事業 塗料生産設備 ― 11 7 18 132

TOA-CHUGOKU  
PAINTS Co ,Ltd.

タイ工場 

(タイ バンコク)
塗料関連事業 塗料生産設備 0 15 10 27 167

CMP 
Coatings, Inc.

アメリカ工場 
(アメリカ 
ニューオリンズ)

塗料関連事業 塗料生産設備 0 10 1 12 28

CHUGOKU PAINTS 
B.V.

オランダ工場 
(オランダ 
ファイナート)

塗料関連事業 塗料生産設備 ― 33 17 50 58

その他海外子会社 塗料関連事業 その他設備 ― ― 3 3 39

小計 1 656 95 753 1,546

合計 85 794 222 1,102 2,201

 



２ 【設備の新設、除却等の計画】 

(1) 重要な設備計画の変更 

前連結会計年度末に計画していた設備計画は、次のように変更いたしました。 

  

 
（注) １ 当初の計画に比べ、投資予定額が23百万円増加し、着手年月を平成19年12月から平成19年8月に 

  変更いたしました。 

２ 当初の計画に比べ、投資予定額が47百万円増加し、完了年月を平成19年12月から平成20年12月に 

  変更いたしました。 

３ 当初の計画に比べ、投資予定額が45百万円増加し、着手年月を平成19年5月から平成19年11月に、 

  完了年月を平成20年5月から平成20年7月に変更いたしました。 

４ 当初の計画に比べ、投資予定額が29百万円増加し、完了年月を平成20年6月から平成20年5月に、 

  変更いたしました。 

５ 上記の金額には消費税等は含まれておりません。 

  

  

(2) 重要な設備計画の完了 

前連結会計年度末に計画していた設備計画のうち、当中間連結会計期間に完了したものはありま 

  せん。 

  

  

(3) 重要な設備の除却等の完了 

前連結会計年度末に計画していた重要な設備の除却等のうち、当中間連結会計期間に完了したもの

は、次のとおりであります。 

 
（注) 上海工場移転に伴う、旧工場の固定資産除却であります。 

  

  

(4) 重要な設備の新設等 

当中間連結会計期間において、新たに確定した重要な設備の新設等はありません。 

  

  

(5) 重要な設備の除却等 

当中間連結会計期間において、新たに確定した重要な設備の除却等はありません。 

会社名
事業所名 
(所在地)

事業の種類別 
セグメント 
の名称

設備の内容

投資予定額
(百万円) 資金調達

方法

着手及び 
完了予定年月 完成後の 

増加能力
備考

総額 既支払額 着手 完了

中国塗料(株)

九州工場 

（佐賀県神埼郡 

吉野ヶ里町）

塗料関連事業 危険物倉庫 123 36 自己資金
平成19年

8月

平成20年 

3月
― (注)１

広島本社 

（広島県大竹市）
塗料関連事業

化学物質対応 

のLAシステム 

の再構築

187 26 自己資金
平成19年

4月

平成20年

12月
― (注)２

CHUGOKU MARINE 
PAINTS (Guang 
Dong),Ltd.

広東工場 

（中国 広東省）

塗料関連事業 事務所の改築 135 ─ 自己資金
平成19年

11月

平成20年 

 7月
─ (注)３

塗料関連事業 危険物倉庫 150 ─ 自己資金
平成19年

10月

平成20年 

5月
─ (注)４

会社名
事業所名 
(所在地)

事業の種類別 
セグメント 
の名称

設備の内容
期末帳簿価額
（百万円）

除却等の 
完了年月

除却等による
減少能力

CHUGOKU MARINE PAINTS 
(Shanghai),Ltd.

上海工場 

（中国 上海市）
塗料関連事業 塗料生産設備等 453 平成19年4月

新工場移転の為、

減少能力なし。



第４ 【提出会社の状況】 

１ 【株式等の状況】 

(1) 【株式の総数等】 

① 【株式の総数】 

  

 
  

② 【発行済株式】 

  

 
  

(2) 【新株予約権等の状況】 

該当事項はありません。 

  

(3) 【ライツプランの内容】 

該当事項はありません。 

  

(4) 【発行済株式総数、資本金等の状況】 

  

 
  

種類 発行可能株式総数(株)

普通株式 277,630,000

計 277,630,000

種類
中間会計期間末 
現在発行数(株) 

(平成19年９月30日)

提出日現在
発行数(株) 

(平成19年12月14日)

上場金融商品取引所
名又は登録認可金融
商品取引業協会名

内容

普通株式 69,068,822 69,068,822
東京証券取引所
(市場第一部)

完全議決権株式であり、権利
内容に何ら限定のない当社に
おける標準となる株式

計 69,068,822 69,068,822 ― ―

年月日
発行済株式 
総数増減数 

(株)

発行済株式
総数残高 
(株)

資本金増減額
(百万円)

資本金残高
(百万円)

資本準備金 
増減額 
(百万円)

資本準備金
残高 

(百万円)

平成19年９月30日 ― 69,068,822 ― 11,626 ― 5,396



(5) 【大株主の状況】 

平成19年9月30日現在 

 
  

(6) 【議決権の状況】 

① 【発行済株式】 

平成19年９月30日現在 

 
(注) １ 「完全議決権株式(その他)」欄の普通株式には、証券保管振替機構名義の株式が9,000株(議決権９個)含ま

れております。また、「議決権の数(個)」には、同機構名の完全議決権株式(その他)に係る議決権が９個含

まれております。 

２ 「単元未満株式」欄の普通株式には、当社所有の自己株式106株が含まれております。 

  

氏名又は名称 住所
所有株式数
(千株)

発行済株式 
総数に対する 
所有株式数 
の割合(％)

日本トラスティ・サービス信託
銀行株式会社（信託口）

東京都中央区晴海一丁目８番11号 7,764 11.24

三菱商事株式会社 東京都千代田区丸の内二丁目３番１号 4,301 6.23

株式会社広島銀行 広島県広島市中区紙屋町一丁目３番８号 3,417 4.95

日本マスタートラスト信託銀行
株式会社（信託口）

東京都港区浜松町二丁目11番３号 3,174 4.60

明治安田生命保険相互会社    東京都千代田区丸の内二丁目１番１号 2,000 2.90

株式会社みずほコーポレート銀
行

東京都千代田区丸の内一丁目３番３号 1,654 2.39

株式会社三菱東京ＵＦＪ銀行 東京都千代田区丸の内二丁目７番１号 1,553 2.25

日興シティ信託銀行株式会社(投
信口)

東京都品川区東品川二丁目３番14号 1,511 2.19

三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社(信
託口)

東京都千代田区丸の内一丁目４番５号 1,280 1.85

東京海上日動火災保険株式会社 東京都千代田区丸の内一丁目２番１号 1,231 1.78

計 ― 27,887 40.38

区分 株式数(株) 議決権の数(個) 内容

無議決権株式 ― ― ―

議決権制限株式(自己株式等) ― ― ―

議決権制限株式(その他) ― ― ―

完全議決権株式(自己株式等)
(自己保有株式)
普通株式  243,000

― ―

完全議決権株式(その他) 普通株式 68,345,000 68,345 ―

単元未満株式 普通株式   480,822 ― 一単元(1,000株)未満の株式

発行済株式総数 69,068,822 ― ―

総株主の議決権 ― 68,345 ―



② 【自己株式等】 

平成19年９月30日現在 

 
(注) 株主名簿上は、当社名義となっておりますが、実質的に所有していない株式が 1,000株(議決権１個)ありま

す。なお、当該株式は上記「発行済株式」の「完全議決権株式(その他)」欄の普通株式に含めております。 

  

２ 【株価の推移】 

【当該中間会計期間における月別 高・ 低株価】 

  

 
(注) 株価は、東京証券取引所市場第一部におけるものであります。 

  

３ 【役員の状況】 

(1) 役員の役職の異動 

 
  

(2) 執行役員の状況 

① 新任執行役員 

所有者の氏名 
又は名称

所有者の住所
自己名義
所有株式数 

(株)

他人名義
所有株式数 

(株)

所有株式数 
の合計 
(株)

発行済株式
総数に対する
所有株式数 
の割合(％)

(自己保有株式) 
中国塗料株式会社

広島県大竹市明治新開 
１番７

243,000 ― 243,000 0.35

計 ― 243,000 ― 243,000 0.35

月別
平成19年 
４月

  
５月 ６月 ７月 ８月

  
９月

高(円) 1,129 1,393 1,477 1,699 1,740 1,550

低(円) 1,010 1,108 1,328 1,451 1,141 1,242

新役名及び職名 旧役名及び職名 氏名 異動年月日

取締役 管理本部長 兼 同

本部管理統括部長 兼 コン

プライアンス担当 兼 情報

システム担当

取締役 管理本部長 兼 同

本部管理統括部長
木 戸 久 雄 平成19年10月１日

役名及び職名 氏名 就任年月日

執行役員 

船舶塗料事業本部 技術センター 管理企画部長
吉 川 榮 一 平成19年７月１日

執行役員 

工業塗料事業本部 営業統括部長
大 浦 隆 志 平成19年７月１日

執行役員 

船舶塗料事業本部 企画室長
三 好 秀 則 平成19年７月１日

執行役員 

船舶塗料事業本部 国内営業統括部 大阪支店長
亀 田    俊 平成19年７月１日

執行役員 

管理本部 管理統括部 経営企画室長 兼 同統括部 

海外管理部長

羽 野 清 孝 平成19年７月１日

執行役員 

船舶塗料事業本部 国際営業統括部 国際営業部長
近 藤 俊 昭 平成19年７月１日



② 執行役員の異動 

   
  

新役名及び職名 旧役名及び職名 氏名 異動年月日

執行役員 

CHUGOKU MARINE PAINTS（Hong 

Kong）,Ltd.董事長総経理 兼 

CHUGOKU MARINE PAINTS

（Guang Dong）,Ltd.董事長総

経理

執行役員 

管理本部 管理統括部 海外

管理部長

大 上 幸 二 平成19年７月１日

理事 

船舶塗料事業本部 国際営業

担当

執行役員 

船舶塗料事業本部 国際営業

統括部長

塩 田   修 平成19年７月１日

理事 

新規事業本部 開発営業部長

執行役員 

新規事業本部 開発営業部長
山 崎 辰 彦 平成19年７月１日



第５ 【経理の状況】 

１ 中間連結財務諸表及び中間財務諸表の作成方法について 

(1) 当社の中間連結財務諸表は、「中間連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」(平成11

年大蔵省令第24号。以下「中間連結財務諸表規則」という。)に基づいて作成しております。 

なお、前中間連結会計期間（平成18年４月１日から平成18年９月30日まで）は、改正前の中間連結財

務諸表規則に基づき、当中間連結会計期間（平成19年４月１日から平成19年９月30日まで）は、改正後

の中間連結財務諸表規則に基づき作成しております。 

  

(2) 当社の中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和52年大蔵

省令第38号。以下「中間財務諸表等規則」という。)に基づいて作成しております。 

なお、前中間会計期間（平成18年４月１日から平成18年９月30日まで）は、改正前の中間財務諸表等

規則に基づき、当中間会計期間（平成19年４月１日から平成19年９月30日まで）は、改正後の中間財務

諸表等規則に基づき作成しております。 

  

２ 監査証明について 

当社は、証券取引法第193条の２の規定に基づき、前中間連結会計期間(平成18年４月１日から平成18年

９月30日まで)の中間連結財務諸表及び前中間会計期間(平成18年４月１日から平成18年９月30日まで)の

中間財務諸表について、並びに、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、当中間連結会計期

間(平成19年４月１日から平成19年９月30日まで)の中間連結財務諸表及び当中間会計期間(平成19年４月

１日から平成19年９月30日まで)の中間財務諸表について、新日本監査法人による中間監査を受けており

ます。 

  



１ 【中間連結財務諸表等】 

(1) 【中間連結財務諸表】 

① 【中間連結貸借対照表】 

  

 
  

前中間連結会計期間末

(平成18年９月30日)

当中間連結会計期間末

(平成19年９月30日)

前連結会計年度の 
要約連結貸借対照表 
(平成19年３月31日)

区分
注記 
番号

金額(百万円)
構成比
(％)

金額(百万円)
構成比
(％)

金額(百万円)
構成比
(％)

(資産の部)

Ⅰ 流動資産

 １ 現金及び預金 6,855 8,914 8,132

 ２ 受取手形及び売掛金
※３ 
※４

30,389 41,161 36,198

 ３ たな卸資産 14,934 19,655 18,258

 ４ 繰延税金資産 670 707 861

 ５ その他 1,201 1,879 2,173

   貸倒引当金 △554 △749 △630

    流動資産合計 53,496 60.1 71,568 64.8 64,992 63.7

Ⅱ 固定資産

 １ 有形固定資産

  (1) 建物及び構築物 ※１ 14,523 15,897 16,374

    減価償却累計額 8,711 5,811 8,937 6,959 9,016 7,357

  (2) 機械装置及び運搬具 ※１ 11,907 13,393 12,576

    減価償却累計額 9,477 2,430 9,754 3,639 9,491 3,085

  (3) 工具器具及び備品 ※１ 3,248 3,554 3,363

    減価償却累計額 2,606 642 2,765 788 2,674 689

  (4) 土地 ※１ 14,565 14,635 14,591

  (5) 建設仮勘定 1,690 742 314

    有形固定資産合計 25,140 28.2 26,765 24.2 26,038 25.5

 ２ 無形固定資産 225 477 427

    無形固定資産合計 225 0.3 477 0.4 427 0.4

 ３ 投資その他の資産

  (1) 投資有価証券 ※１ 8,721 9,770 9,101

  (2) 繰延税金資産 425 435 450

  (3) その他 1,150 1,507 1,119

    貸倒引当金 △90 △53 △70

    投資その他の資産 

    合計
10,207 11.4 11,659 10.6 10,600 10.4

    固定資産合計 35,574 39.9 38,902 35.2 37,065 36.3

    資産合計 89,070 100.0 110,470 100.0 102,058 100.0



 
  

前中間連結会計期間末

(平成18年９月30日)

当中間連結会計期間末

(平成19年９月30日)

前連結会計年度の 
要約連結貸借対照表 
(平成19年３月31日)

区分
注記 
番号

金額(百万円)
構成比
(％)

金額(百万円)
構成比
(％)

金額(百万円)
構成比
(％)

(負債の部)

Ⅰ 流動負債

 １ 支払手形及び買掛金 ※４ 15,140 18,959 16,873

 ２ 短期借入金 22,632 29,374 27,875

 ３ 一年内返済予定 

   長期借入金
※１ 630 130 130

 ４ 未払金 2,708 3,407 3,541

 ５ 未払費用 1,398 1,943 1,717

 ６ 未払法人税等 684 906 1,089

 ７ 繰延税金負債 1 5 9

 ８ 賞与引当金 85 84 82

 ９ 役員賞与引当金 21 30 ―

 10 製品保証引当金 343 393 401

 11 その他 ※４ 300 604 301

    流動負債合計 43,948 49.4 55,841 50.5 52,022 51.0

Ⅱ 固定負債

 １ 長期借入金 ※１ 2,750 3,120 3,185

 ２ 長期未払金 922 349 346

 ３ 繰延税金負債 1,222 1,894 1,603

 ４ 再評価に係る 

   繰延税金負債
3,039 3,042 3,040

 ５ 退職給付引当金 733 767 745

 ６ 負ののれん 14 11 12

 ７ その他 238 303 260

    固定負債合計 8,920 10.0 9,488 8.6 9,194 9.0

    負債合計 52,869 59.4 65,329 59.1 61,217 60.0

(純資産の部)

Ⅰ 株主資本

 １ 資本金 11,626 11,626 11,626

 ２ 資本剰余金 7,785 7,785 7,785

 ３ 利益剰余金 10,679 16,537 13,753

 ４ 自己株式 △86 △144 △101

   株主資本合計 30,003 33.7 35,804 32.4 33,063 32.4

Ⅱ 評価・換算差額等

 １ その他有価証券 

   評価差額金
2,509 3,114 2,730

 ２ 土地再評価差額金 2,523 2,523 2,523

 ３ 為替換算調整勘定 △766 1,040 257

   評価・換算差額等合計 4,266 4.8 6,679 6.1 5,511 5.4

Ⅲ 少数株主持分 1,930 2.1 2,657 2.4 2,265 2.2

   純資産合計 36,200 40.6 45,141 40.9 40,840 40.0

   負債純資産合計 89,070 100.0 110,470 100.0 102,058 100.0



② 【中間連結損益計算書】 

  

   
  

前中間連結会計期間

(自 平成18年４月１日
至 平成18年９月30日)

当中間連結会計期間

(自 平成19年４月１日
至 平成19年９月30日)

前連結会計年度の
要約連結損益計算書

(自 平成18年４月１日
至 平成19年３月31日)

区分
注記 
番号

金額(百万円)
百分比
(％)

金額(百万円)
百分比
(％)

金額(百万円)
百分比
(％)

Ⅰ 売上高

 １ 製品・原材料売上高 38,928 52,244 86,281

 ２ 塗装工事加工収入 510 593 1,252

 ３ 不動産賃貸収入他 414 39,853 100.0 299 53,138 100.0 663 88,196 100.0

Ⅱ 売上原価

 １ 製品・原材料売上原価 27,673 37,802 61,123

 ２ 塗装工事加工原価 441 528 1,108

 ３ 不動産賃貸原価他 229 28,345 71.1 127 38,458 72.4 309 62,541 70.9

   売上総利益 11,508 28.9 14,679 27.6 25,654 29.1

Ⅲ 販売費及び一般管理費

 販売費及び一般管理費 ※１ 8,898 22.4 10,078 18.9 18,397 20.9

   営業利益 2,609 6.5 4,600 8.7 7,257 8.2

Ⅳ 営業外収益

 １ 受取利息 62 62 118

 ２ 受取配当金 115 122 144

 ３ 技術権利料 44 36 72

 ４ 技術指導収入 59 83 124

 ５ 為替差益 5 80 81

 ６ その他 191 479 1.2 184 571 1.1 437 979 1.1

Ⅴ 営業外費用

 １ 支払利息 275 560 742

 ２ 固定資産廃棄損 44 ― 83

 ３ 製品評価損 59 42 78

 ４ その他 61 441 1.1 103 705 1.4 201 1,106 1.2

   経常利益 2,648 6.6 4,465 8.4 7,130 8.1

Ⅵ 特別利益

 １ 固定資産売却益 ※２ 5 0 15

 ２ 投資有価証券売却益 ― 48 ―

 ３ 移転補償収入 ※３ ― 5 0.0 276 325 0.6 ― 15 0.0

Ⅶ 特別損失

 １ 固定資産売却損 ※４ 4 0 9

 ２ 減損損失 ※５ 10 ― 10

 ３ 会員権評価損 ― 5 ―

 ４ その他 10 26 0.0 ― 5 0.0 10 31 0.0

   税金等調整前中間 
   (当期)純利益

2,627 6.6 4,785 9.0 7,115 8.1

   法人税、住民税及び 
   事業税

648 795 1,759

   法人税等調整額 39 688 1.7 193 988 1.9 75 1,834 2.1

   少数株主利益 160 0.4 324 0.6 426 0.5

   中間(当期)純利益 1,778 4.5 3,472 6.5 4,853 5.5



③ 【中間連結株主資本等変動計算書】 

前中間連結会計期間(自 平成18年４月１日 至 平成18年９月30日) 

  

 
  

 
(注) 平成18年６月の定時株主総会における利益処分項目であります。 

  

株主資本

資本金 資本剰余金 利益剰余金 自己株式 株主資本合計

平成18年３月31日残高(百万円) 11,626 7,784 9,417 △81 28,747

中間連結会計期間中の変動額

 剰余金の配当     (注) △516 △516

 中間純利益 1,778 1,778

 自己株式の取得 △5 △5

 自己株式の処分 0 0 0

株主資本以外の項目の中間連結
 会計期間中の変動額(純額)

中間連結会計期間中の変動額合計 

(百万円)
― 0 1,261 △5 1,256

平成18年９月30日残高(百万円) 11,626 7,785 10,679 △86 30,003

評価・換算差額等
少数株主
持分

純資産 
合計その他 

有価証券 
評価差額金

土地再評価
差額金

為替換算
調整勘定

評価・換算
差額等合計

平成18年３月31日残高(百万円) 2,716 2,523 △845 4,394 1,705 34,847

中間連結会計期間中の変動額

 剰余金の配当     (注) △516

 中間純利益 1,778

 自己株式の取得 △5

 自己株式の処分 0

 株主資本以外の項目の中間連結 
 会計期間中の変動額(純額)

△207 79 △127 224 96

中間連結会計期間中の変動額合計 
(百万円)

△207 ― 79 △127 224 1,353

平成18年９月30日残高(百万円) 2,509 2,523 △766 4,266 1,930 36,200



当中間連結会計期間(自 平成19年４月１日 至 平成19年９月30日) 

  

 
  

 
  

株主資本

資本金 資本剰余金 利益剰余金 自己株式 株主資本合計

平成19年３月31日残高(百万円) 11,626 7,785 13,753 △101 33,063

中間連結会計期間中の変動額

 剰余金の配当    △688 △688

 中間純利益 3,472 3,472

 自己株式の取得 △43 △43

株主資本以外の項目の中間連結
 会計期間中の変動額(純額)

中間連結会計期間中の変動額合計 

(百万円)
― ― 2,784 △43 2,740

平成19年９月30日残高(百万円) 11,626 7,785 16,537 △144 35,804

評価・換算差額等
少数株主
持分

純資産 
合計その他 

有価証券 
評価差額金

土地再評価
差額金

為替換算
調整勘定

評価・換算
差額等合計

平成19年３月31日残高(百万円) 2,730 2,523 257 5,511 2,265 40,840

中間連結会計期間中の変動額

 剰余金の配当  △688

 中間純利益 3,472

 自己株式の取得 △43

 株主資本以外の項目の中間連結 
 会計期間中の変動額(純額)

384 783 1,167 392 1,560

中間連結会計期間中の変動額合計 
(百万円)

384 ― 783 1,167 392 4,300

平成19年９月30日残高(百万円) 3,114 2,523 1,040 6,679 2,657 45,141



前連結会計年度(自 平成18年４月１日 至 平成19年３月31日) 

  

 
  

 
(注) 平成18年６月の定時株主総会における利益処分項目であります。 

  

株主資本

資本金 資本剰余金 利益剰余金 自己株式 株主資本合計

平成18年３月31日残高(百万円) 11,626 7,784 9,417 △81 28,747

連結会計年度中の変動額

 剰余金の配当     (注) △516 △516

 当期純利益 4,853 4,853

 自己株式の取得 △20 △20

 自己株式の処分 0 0 0

 その他 △0 △0

株主資本以外の項目の連結
 会計年度中の変動額(純額)

連結会計期間中の変動額合計 

(百万円)
― 0 4,336 △19 4,316

平成19年３月31日残高(百万円) 11,626 7,785 13,753 △101 33,063

評価・換算差額等
少数株主
持分

純資産 
合計その他 

有価証券 
評価差額金

土地再評価
差額金

為替換算
調整勘定

評価・換算
差額等合計

平成18年３月31日残高(百万円) 2,716 2,523 △845 4,394 1,705 34,847

連結会計年度中の変動額

 剰余金の配当     (注) △516

 当期純利益 4,853

 自己株式の取得 △20

 自己株式の処分 0

 その他 △0

 株主資本以外の項目の連結 
 会計年度中の変動額(純額)

13 0 1,103 1,117 559 1,676

連結会計年度中の変動額合計 
(百万円)

13 0 1,103 1,117 559 5,993

平成19年３月31日残高(百万円) 2,730 2,523 257 5,511 2,265 40,840



④ 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】 

  

 
  

前中間連結会計期間
(自 平成18年４月１日
至 平成18年９月30日)

当中間連結会計期間
(自 平成19年４月１日
至 平成19年９月30日)

前連結会計年度
(自 平成18年４月１日
至 平成19年３月31日)

区分
注記 
番号

金額(百万円) 金額(百万円) 金額(百万円)

Ⅰ 営業活動による 
  キャッシュ・フロー
 １ 税金等調整前中間(当期)  
   純利益

2,627 4,785 7,115

 ２ 減価償却費 579 694 1,228

 ３ 減損損失 10 ― 10

 ４ 負ののれん償却額 △1 △1 △3
 ５ 貸倒引当金の増減額 
     (減少：△)

44 66 65

 ６ 退職給付引当金の 
     増減額(減少：△)

22 15 27

 ７ 役員退職慰労引当金の 
     増減額(減少：△)

△899 ― △899

 ８ その他引当金の増減額 
     (減少：△)

9 8 24

 ９ 受取利息及び受取配当金 △178 △185 △263

 10 支払利息 275 560 742

 11 為替差損益(差益：△) △4 △10 3
 12 投資有価証券売却損益 
     (益:△）

― △48 ―

 13 会員権評価損 ― 5 ―
 14 固定資産売却損益等 
     (益：△)

43 4 78

 15 移転補償収入 ― △276 ―
 16 売上債権の増減額 
     (増加：△)

△5,218 △3,721 △10,319

  17 たな卸資産の増減額 
     (増加：△)

△1,798 △815 △4,575

  18 仕入債務の増減額 
     (減少：△)

3,669 1,345 4,873

  19 割引手形の増減額 
     (減少：△)

△785 19 △441

 20 長期未払金の増減額 
     (減少:△）

922 2 346

 21 その他 △22 308 126

小計 △702 2,757 △1,860

 22 利息及び配当金の受取額 190 243 246

 23 利息の支払額 △263 △563 △743

 24 移転補償金の受取額 ― 729 ―

 25 法人税等の支払額 △578 △985 △1,343

   営業活動による 
   キャッシュ・フロー

△1,353 2,181 △3,702



 

  

前中間連結会計期間
(自 平成18年４月１日
至 平成18年９月30日)

当中間連結会計期間
(自 平成19年４月１日
至 平成19年９月30日)

前連結会計年度
(自 平成18年４月１日
至 平成19年３月31日)

区分
注記 
番号

金額(百万円) 金額(百万円) 金額(百万円)

Ⅱ 投資活動による 
  キャッシュ・フロー
 １ 定期預金の純増減額 △243 △23 △328

 ２ 固定資産の取得による支出 △1,204 △1,486 △2,630

 ３ 固定資産の売却による収入 8 2 46

 ４ 投資有価証券 
     の取得による支出

△89 △19 △97

 ５ 投資有価証券 
     の売却による収入

― 55 ―

 ６ その他 29 △267 56

   投資活動による 
   キャッシュ・フロー

△1,498 △1,738 △2,954

Ⅲ 財務活動による 
  キャッシュ・フロー
 １ 短期借入金の純増減額 318 940 5,101

 ２ 長期借入れによる収入 ― ― 500

 ３ 長期借入金 
     の返済による支出

△65 △65 △630

 ４ 自己株式の売却による収入 0 ― 0

 ５ 自己株式の取得による支出 △5 △43 △20

 ６ 配当金の支払額 △516 △687 △517

 ７ 少数株主への配当金の 
     支払額

△53 △117 △131

  ８ 少数株主の増資引受による 
     払込額

71 35 71

  ９ その他 1 △4 △6

   財務活動による 
   キャッシュ・フロー

△248 58 4,368

Ⅳ 現金及び現金同等物に 
  係る換算差額

18 245 393

Ⅴ 現金及び現金同等物 
  の増減額(減少：△)

△3,082 747 △1,894

Ⅵ 現金及び現金同等物 
  の期首残高

9,647 7,752 9,647

Ⅶ 現金及び現金同等物 
  の中間期末(期末)残高

※ 6,564 8,499 7,752



中間連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項 

  

 
  

前中間連結会計期間
(自 平成18年４月１日
至 平成18年９月30日)

当中間連結会計期間
(自 平成19年４月１日
至 平成19年９月30日)

前連結会計年度
(自 平成18年４月１日
至 平成19年３月31日)

 

１ 連結の範囲に関する事項

  連結子会社の数 27社

  主要な連結子会社の名称

大竹明新化学㈱

Chugoku Marine Paints  

(Hong Kong),Ltd.

Fijnaart Holdings B.V.

（注）当中間連結会計期間にお

いて新たに設立したグローバ

ル・エンジニアリング・サービ

ス㈱については、事業を開始し

ていないこと並びに総資産、売

上高、中間純損益（持分に見合

う額）及び利益剰余金（持分に

見合う額）等がいずれも少額で

あることから、中間連結財務諸

表に及ぼす影響は軽微であり、

かつ全体としても重要性がない

ため連結の適用範囲から除外し

ております。

 

１ 連結の範囲に関する事項

  連結子会社の数 27社

  主要な連結子会社の名称

大竹明新化学㈱

Chugoku Marine Paints  

(Hong Kong),Ltd.

Chugoku Marine Paints  

(Shanghai),Ltd.

Fijnaart Holdings B.V.

（注）グローバル・エンジニアリ

ング・サービス㈱については、事

業を開始していないこと並びに総

資産、売上高、中間純損益（持分

に見合う額）及び利益剰余金（持

分に見合う額）等がいずれも少額

であることから、中間連結財務諸

表に及ぼす影響は軽微であり、か

つ全体としても重要性がないため

連結の適用範囲から除外しており

ます。

 

１ 連結の範囲に関する事項

連結子会社の数 27社

  主要な連結子会社の名称

大竹明新化学㈱

Chugoku Marine Paints  

(Hong Kong),Ltd.

Fijnaart Holdings B.V.

（注）当連結会計年度において

新たに設立したグローバル・エ

ンジニアリング・サービス㈱に

ついては、事業を開始していな

いこと並びに総資産、売上高、

当期純損益（持分に見合う額）

及び利益剰余金（持分に見合う

額）等がいずれも少額であるこ

とから、連結財務諸表に及ぼす

影響は軽微であり、かつ全体と

しても重要性がないため連結の

適用範囲から除外しておりま

す。

２ 持分法の適用に関する事項

持分法を適用した関連会社はあ

りません。

グローバル・エンジニアリン

グ・サ ー ビ ス ㈱ 及 び Chugoku 

Jenson & Nicholson Ltd.は中間

純損益（持分に見合う額）及び利

益剰余金(持分に見合う額)等から

みて、持分の対象から除いても中

間連結財務諸表に及ぼす影響が軽

微であり、かつ全体としても重要

性がないため持分法の適用範囲か

ら除外しております。

２ 持分法の適用に関する事項

持分法を適用した関連会社はあ

りません。

グローバル・エンジニアリン

グ・サービス㈱は中間純損益（持

分に見合う額）及び利益剰余金

(持分に見合う額)等からみて、持

分の対象から除いても中間連結財

務諸表に及ぼす影響が軽微であ

り、かつ全体としても重要性がな

いため持分法の適用範囲から除外

しております。

２ 持分法の適用に関する事項

  持分法を適用した関連会社はあ

りません。

グローバル・エンジニアリン

グ・サービス㈱は当期純損益（持

分に見合う額）及び利益剰余金

(持分に見合う額)等からみて、持

分の対象から除いても連結財務諸

表に及ぼす影響が軽微であり、か

つ全体としても重要性がないため

持分法の適用範囲から除外してお

ります。

なお、清算手続中であった

Chugoku  Jenson  &  Nicholson 

Ltd.については、当連結会計年度

において清算結了しております。

３ 連結子会社の中間決算日等に関

する事項

  中間決算日が中間連結決算日と

異なる場合の内容等

  神戸ペイント㈱を除く連結子会

社の中間決算日は６月30日であり

ます。中間連結財務諸表の作成に

当たっては同日現在の中間財務諸

表を使用し、中間連結決算日との

間に生じた重要な取引について

は、連結上必要な調整を行なって

おります。

３ 連結子会社の中間決算日等に関

する事項

同左

３ 連結子会社の事業年度等に関す

る事項

  決算日が連結決算日と異なる場

合の内容等

  神戸ペイント㈱を除く連結子会

社の決算日は12月31日でありま

す。連結財務諸表の作成に当たっ

ては同日現在の財務諸表を使用

し、連結決算日との間に生じた重

要な取引については、連結上必要

な調整を行なっております。



前中間連結会計期間
(自 平成18年４月１日
至 平成18年９月30日)

当中間連結会計期間
(自 平成19年４月１日
至 平成19年９月30日)

前連結会計年度
(自 平成18年４月１日
至 平成19年３月31日)

４ 会計処理基準に関する事項

 (1) 重要な資産の評価基準及び評

価方法

  ① 有価証券

   ａ 満期保有目的の債券

     償却原価法(定額法)

   ｂ その他有価証券

     時価のあるもの

      中間決算期末の市場価

格等に基づく時価法（評

価差額は、全部純資産直

入法により処理し、売却

原価は、移動平均法によ

り算定）

４ 会計処理基準に関する事項

 (1) 重要な資産の評価基準及び評 

価方法

  ① 有価証券

   ａ 満期保有目的の債券

同左

   ｂ その他有価証券

     時価のあるもの

   同左

４ 会計処理基準に関する事項

 (1) 重要な資産の評価基準及び評

価方法

  ① 有価証券

   ａ 満期保有目的の債券

同左

   ｂ その他有価証券

     時価のあるもの

      決算期末日の市場価格

等に基づく時価法(評価

差額は、全部純資産直入

法により処理し、売却原

価は、移動平均法により

算定)

     時価のないもの

      移動平均法による原価

法

     時価のないもの

同左

     時価のないもの

同左

  ② デリバティブ

    時価法

  ② デリバティブ

同左

  ② デリバティブ

同左

  ③ たな卸資産

    移動平均法による原価法

    (一部の連結子会社は先入

先出法による低価法)によっ

ております。

  ③ たな卸資産

同左

  ③ たな卸資産

同左

 

 (2) 重要な減価償却資産の減価償

却の方法

  ① 有形固定資産

    定率法によっております。

    なお、主な耐用年数は以下

のとおりであります。

建物及び構築物 ７～50年

機械装置及び 

運搬具
４～17年

工具器具及び備品 ２～10年

    ただし、平成10年４月１日

以降取得した建物(建物附属

設備を除く)については、定

額法によっています。また、

在外連結子会社は主として定

額法によっております。

 

 (2) 重要な減価償却資産の減価償 

却の方法

  ① 有形固定資産

    建物(建物附属設備は除く)

ａ 平成10年３月31日以前に
取得したもの 
旧定率法によっておりま
す。

ｂ 平成10年４月１日から平
成19年３月31日までに取 
得したもの 
旧定額法によっておりま
す。

ｃ 平成19年４月１日以降に
取得したもの 
定額法によっております。

建物以外

ａ 平成19年３月31日以前に
取得したもの 
旧定率法によっておりま
す。

ｂ 平成19年４月１日以降に
取得したもの 
定率法によっております。

  

    なお、主な耐用年数は以下 

のとおりであります。

建物及び構築物 ７～50年

機械装置及び 

運搬具
４～17年

工具器具及び備品 ２～10年

    また、在外連結子会社は主 

として定額法によっておりま 

す。

 

 (2) 重要な減価償却資産の減価償

却の方法

  ① 有形固定資産

    定率法によっております。

    なお、主な耐用年数は以下

のとおりであります。

建物及び構築物 ７～50年

機械装置及び 

運搬具
４～17年

工具器具及び備品 ２～10年

    ただし、平成10年４月１日

以降取得した建物(建物附属

設備を除く)については、定

額法によっています。また、

在外連結子会社は主として定

額法によっております。



前中間連結会計期間
(自 平成18年４月１日
至 平成18年９月30日)

当中間連結会計期間
(自 平成19年４月１日
至 平成19年９月30日)

前連結会計年度
(自 平成18年４月１日
至 平成19年３月31日)

 

（会計処理の変更）

  提出会社及び国内連結子会社は、

法人税法の改正（(所得税法等の一

部を改正する法律 平成19年３月30

日 法律第６号）及び（法人税法施

行令の一部を改正する政令 平成19

年３月30日 政令第83号)）に伴

い、当中間連結会計期間から、平成

19年４月１日以降に取得した有形固

定資産については、改正後の法人税

法に基づく減価償却の方法に変更し

ております。

  これに伴い、従来の方法によった

場合と比べ、営業利益、経常利益及

び税金等調整前中間純利益がそれぞ

れ７百万円減少しております。

  なお、セグメント情報に与える影

響は、当該箇所に記載しておりま

す。

 
（追加情報）

  当中間連結会計期間から、平成19

年３月31日以前に取得した有形固定

資産については、改正前の法人税法

に基づく減価償却の方法の適用によ

り取得価額の５％に到達した連結会

計年度の翌連結会計年度より、取得

価額の５％相当額と備忘価額との差

額を５年間で均等償却し、減価償却

費に含めて計上しております。

  これに伴い、従来の方法によった

場合と比べ、営業利益、経常利益及

び税金等調整前中間純利益がそれぞ

れ27百万円減少しております。

  なお、セグメント情報に与える影

響は、当該箇所に記載しておりま

す。

  ② 無形固定資産

    定額法によっております。

    ただし、ソフトウェア(自

社利用分)については、社内

における利用可能期間(３年

から５年)に基づく定額法に

よっております。

  ② 無形固定資産

同左

  ② 無形固定資産

同左

 (3) 重要な引当金の計上基準

  ① 貸倒引当金

    債権の貸倒れによる損失に

備えるため、一般債権につい

ては貸倒実績率により、貸倒

懸念債権等特定の債権につい

ては、個別に回収可能性を検

討し、回収不能見込額を計上

しております。

 (3) 重要な引当金の計上基準

  ① 貸倒引当金

同左

 (3) 重要な引当金の計上基準

  ① 貸倒引当金

同左



前中間連結会計期間
(自 平成18年４月１日
至 平成18年９月30日)

当中間連結会計期間
(自 平成19年４月１日
至 平成19年９月30日)

前連結会計年度
(自 平成18年４月１日
至 平成19年３月31日)

  ② 賞与引当金

    一部の連結子会社は、従業

員の賞与の支給に備えるため

支給見込額に基づく当中間連

結会計期間負担額を計上して

おります。

  ② 賞与引当金

同左

  ② 賞与引当金

    一部の連結子会社は、従業

員の賞与の支給に備えるため

支給見込額に基づく当連結会

計年度負担額を計上しており

ます。

  ③ 役員賞与引当金

提出会社は、役員に対する

賞与の支給に備えるため、支

給見込額に基づく当中間連結

会計期間負担額を計上してお

ります。

  ③ 役員賞与引当金

同左

③ 役員賞与引当金
―――――

  ④ 製品保証引当金
    売渡製品の保証期間に基づ

いて発生する補償費に備える
ため年間売上高の補償額の実
績割合を勘案して計上してお
ります。

  ④ 製品保証引当金
同左

  ④ 製品保証引当金
同左

  ⑤ 退職給付引当金
    提出会社は、従業員の退職

給付に備えるため、当連結会
計年度末における退職給付債
務及び年金資産の見込額に基
づき、当中間連結会計期間末
において発生していると認め
られる額を計上しておりま
す。
会計基準変更時差異(1,296

百万円)については、15年に
よる按分額を費用処理してお
ります。数理計算上の差異
は、各連結会計年度の発生時
における従業員の平均残存勤
務期間以内の一定の年数(10
年)による定額法により按分
した額をそれぞれ発生の翌連
結会計年度から費用処理して
おります。

    また、退職給付引当金に
は、提出会社の相談役及び顧
問の退職慰労金の支給に備え
るため、内規に基づく中間連
結会計期間末要支給額(29百
万円)が含まれております。 
 一部の連結子会社について
は、簡便法を採用しておりま
す。

  ⑤ 退職給付引当金
    提出会社は、従業員の退職

給付に備えるため、当連結会
計年度末における退職給付債
務及び年金資産の見込額に基
づき、当中間連結会計期間末
において発生していると認め
られる額を計上しておりま
す。
会計基準変更時差異(1,296

百万円)については、15年によ
る按分額を費用処理しており
ます。数理計算上の差異は、
各連結会計年度の発生時にお
ける従業員の平均残存勤務期
間以内の一定の年数(10年)に
よる定額法により按分した額
をそれぞれ発生の翌連結会計
年度から費用処理しておりま
す。

    また、退職給付引当金には、
提出会社の相談役・顧問及び
理事の退職慰労金の支給に備
えるため、内規に基づく中間
連結会計期間末要支給額(35百
万円)が含まれております。 
 一部の連結子会社について
は、簡便法を採用しておりま
す。

  ⑤ 退職給付引当金
    提出会社は、従業員の退職

給付に備えるため、当連結会
計年度末における退職給付債
務及び年金資産の見込額に基
づき計上しております。
会計基準変更時差異(1,296

百万円)については、15年に
よる按分額を費用処理してお
ります。数理計算上の差異
は、各連結会計年度の発生時
における従業員の平均残存勤
務期間以内の一定の年数(10
年)による定額法により按分
した額をそれぞれ発生の翌連
結会計年度から費用処理して
おります。

    また、退職給付引当金に
は、提出会社の相談役・顧問
及び理事の退職慰労金の支給
に備えるため、内規に基づく
期末要支給額(31百万円)が含
まれております。 
 一部の連結子会社について
は、簡便法を採用しておりま
す。



前中間連結会計期間
(自 平成18年４月１日
至 平成18年９月30日)

当中間連結会計期間
(自 平成19年４月１日
至 平成19年９月30日)

前連結会計年度
(自 平成18年４月１日
至 平成19年３月31日)

⑥ 役員退職慰労引当金
―――――

 

   (追加情報)

    従来、提出会社は役員の退
職慰労金の支給に備えるた
め、内規に基づく期末要支給
額を役員退職慰労引当金とし
て計上しておりましたが、平
成18年４月25日開催の取締役
会及び同日開催の監査役会に
おいて役員退職慰労金制度を
廃止することとし、平成18年
６月29日開催の定時株主総会
において、退職慰労金の打切
り支給議案が承認可決されま
したので、当中間連結会計期
間に役員退職慰労引当金を全
額取り崩し、制度廃止日（同
定時株主総会終結日）までの
期間に対応する退職慰労金支
給相当額を長期未払金として
表示しております。

⑥ 役員退職慰労引当金
―――――

 
  

⑥ 役員退職慰労引当金
―――――

 

   (追加情報)

    従来、提出会社は役員の退
職慰労金の支給に備えるた
め、内規に基づく期末要支給
額を役員退職慰労引当金とし
て計上しておりましたが、平
成18年４月25日開催の取締役
会及び同日開催の監査役会に
おいて役員退職慰労金制度を
廃止することとし、平成18年
６月29日開催の定時株主総会
において、退職慰労金の打切
り支給議案が承認可決されま
したので、当連結会計年度に
役員退職慰労引当金を全額取
り崩し、制度廃止日（同定時
株主総会終結日）までの期間
に対応する退職慰労金支給相
当額を未払金及び長期未払金
として表示しております。

 (4) 重要な外貨建の資産又は負債

の本邦通貨への換算基準

   外貨建金銭債権債務は、中間

連結決算日の直物為替相場によ

り円貨に換算し、換算差額は損

益として処理しております。

   なお、在外子会社の資産及び

負債は、中間決算日の直物為替

相場により円貨に換算し、収益

及び費用は期中平均相場により

円貨に換算し、換算差額は純資

産の部における為替換算調整勘

定及び少数株主持分に含めて計

上しております。

 (4) 重要な外貨建の資産又は負債

の本邦通貨への換算基準

       同左

 (4) 重要な外貨建の資産又は負債

の本邦通貨への換算基準

   外貨建金銭債権債務は、連結

決算日の直物為替相場により円

貨に換算し、換算差額は損益と

して処理しております。

   なお、在外子会社の資産及び

負債は、決算日の直物為替相場

により円貨に換算し、収益及び

費用は期中平均相場により円貨

に換算し、換算差額は純資産の

部における為替換算調整勘定及

び少数株主持分に含めて計上し

ております。

 (5) 重要なリース取引に関する処

理方法

   リース物件の所有権が借主に

移転すると認められるもの以外

のファイナンス・リース取引に

ついては通常の賃貸借取引に準

じた会計処理によっておりま

す。

 (5) 重要なリース取引に関する処

理方法

同左

 (5) 重要なリース取引に関する処

理方法

同左

 (6) 重要なヘッジ会計の方法

  ① ヘッジ会計の方法

    一部の連結子会社は、為替

予約について、振当処理を採

用しております。

 (6) 重要なヘッジ会計の方法

  ① ヘッジ会計の方法

同左

 (6) 重要なヘッジ会計の方法

  ① ヘッジ会計の方法

同左

  ② ヘッジ手段とヘッジ対象

ヘッジ手段 ヘッジ対象

為替予約
外貨建債権

債務

  ② ヘッジ手段とヘッジ対象

同左

  ② ヘッジ手段とヘッジ対象

同左



 
  

  

  

前中間連結会計期間
(自 平成18年４月１日
至 平成18年９月30日)

当中間連結会計期間
(自 平成19年４月１日
至 平成19年９月30日)

前連結会計年度
(自 平成18年４月１日
至 平成19年３月31日)

  ③ ヘッジ方針

    外貨建金銭債権債務に係る

為替相場の変動リスクを回避

するために、必要な範囲内で

利用しております。

  ③ ヘッジ方針

同左

  ③ ヘッジ方針

同左

  ④ ヘッジの有効性評価の方法

    為替予約の締結時にリスク

管理方法に従って、外貨建に

よる同一金額で同一期日の為

替予約をそれぞれ振当ててい

るため、その後の為替相場の

変動による相関関係は完全に

確保されているので中間連結

決算日における有効性の評価

を省略しております。

  ④ ヘッジの有効性評価の方法

同左

  ④ ヘッジの有効性評価の方法

    為替予約の締結時にリスク

管理方法に従って、外貨建に

よる同一金額で同一期日の為

替予約をそれぞれ振当ててい

るため、その後の為替相場の

変動による相関関係は完全に

確保されているので決算日に

おける有効性の評価を省略し

ております。

 (7) その他中間連結財務諸表作成

のための重要な事項

   消費税等の会計処理

    消費税及び地方消費税の会

計処理は、税抜方式によって

おります。

 (7) その他中間連結財務諸表作成

のための重要な事項

同左

 (7) その他連結財務諸表作成のた

めの重要な事項

同左

５ 中間連結キャッシュ・フロー計

算書における資金の範囲

  中間連結キャッシュ・フロー計

算書における資金(現金及び現金

同等物)は、手許現金、随時引き

出し可能な預金及び容易に換金可

能であり、かつ、価値の変動につ

いて僅少なリスクしか負わない取

得日から３ヶ月以内に償還期限の

到来する短期投資からなっており

ます。

５ 中間連結キャッシュ・フロー計

算書における資金の範囲

同左

５ 連結キャッシュ・フロー計算書

における資金の範囲

  連結キャッシュ・フロー計算書

における資金(現金及び現金同等

物)は、手許現金、随時引き出し

可能な預金及び容易に換金可能で

あり、かつ、価値の変動について

僅少なリスクしか負わない取得日

から３ヶ月以内に償還期限の到来

する短期投資からなっておりま

す。



(会計処理の変更) 

  

 
  

  

  

(表示方法の変更) 

  

 
  

前中間連結会計期間
(自 平成18年４月１日
至 平成18年９月30日)

当中間連結会計期間
(自 平成19年４月１日
至 平成19年９月30日)

前連結会計年度
(自 平成18年４月１日
至 平成19年３月31日)

（貸借対照表の純資産の部の表示に

関する会計基準）

  「貸借対照表の純資産の部の表

示に関する会計基準」（企業会計

基準委員会 平成17年12月９日 企

業会計基準第５号）及び「貸借対

照表の純資産の部の表示に関する

会計基準等の適用指針」（企業会

計基準委員会 平成17年12月９日 

企業会計基準適用指針第８号）が

会社法施行日（平成18年５月１

日）以後終了する中間連結会計期

間に係る中間連結財務諸表から適

用されることに伴い、当中間連結

会計期間より同会計基準及び同適

用指針を適用しております。

  なお、従来の「資本の部」の合

計に相当する金額は34,270百万円

であります。

  中間連結財務諸表規則の改正に

より、当中間連結会計期間におけ

る中間連結財務諸表は、改正後の

中間連結財務諸表規則により作成

しております。

―――――

（貸借対照表の純資産の部の表示に

関する会計基準）

  「貸借対照表の純資産の部の表

示に関する会計基準」（企業会計

基準委員会 平成17年12月９日 企

業会計基準第５号）及び「貸借対

照表の純資産の部の表示に関する

会計基準等の適用指針」（企業会

計基準委員会 平成17年12月９日 

企業会計基準適用指針第８号）が

会社法施行日（平成18年５月１

日）以後終了する連結会計年度に

係る連結財務諸表から適用される

ことに伴い、当連結会計年度より

同会計基準及び同適用指針を適用

しております。

  なお、従来の「資本の部」の合

計に相当する金額は38,575百万円

であります。

  連結財務諸表規則の改正によ

り、当連結会計年度における連結

財務諸表は、改正後の連結財務諸

表規則により作成しております。

前中間連結会計期間
(自 平成18年４月１日
至 平成18年９月30日)

当中間連結会計期間
(自 平成19年４月１日
至 平成19年９月30日)

 (中間連結貸借対照表）

  前中間連結会計期間及び前連結会計年度において、

「連結調整勘定」として掲記されていたものは、当中

間連結会計期間から「負ののれん」として表示してお

ります。

 

―――――――  

 (中間連結損益計算書） 

  前中間連結会計期間において、営業外費用の「その

他」に含めていた「固定資産廃棄損」（前中間連結会

計期間１百万円）、「製品評価損」（前中間連結会計

期間27百万円）は、それぞれ営業外費用の100分の10

を超えたため、当中間連結会計期間より区分掲記して

おります。

 

 (中間連結損益計算書） 

  前中間連結会計期間において区分掲記していた「固

定資産廃棄損」（当中間連結会計期間５百万円）は、

営業外費用の100分の10以下であるため、当中間連結

会計期間から「その他」に含めて表示しております。

 (中間連結キャッシュ・フロー計算書)

  前中間連結会計期間及び前連結会計年度において、

「連結調整勘定償却額」として掲記されていたもの

は、当中間連結会計期間から「負ののれん償却額」と

して表示しております。

―――――――  



注記事項 

(中間連結貸借対照表関係) 

  

 
  

前中間連結会計期間末 
(平成18年９月30日)

当中間連結会計期間末
(平成19年９月30日)

前連結会計年度末 
(平成19年３月31日)

※１ 担保資産

 (1) 担保差入資産

建物及び 
構築物

481百万円

機械装置 
及び運搬具

233 〃

工具器具 
及び備品

15 〃

土地 3,787 〃

投資 
有価証券

1,399 〃

計 5,917百万円

 

 

※１ 担保資産及び担保付債務

   担保に供している資産及び担

保付債務は、次のとおりであり

ます。

  担保資産

投資有価証券 1,104百万円

  担保付債務

長期借入金 500百万円

 

 

※１ 担保資産及び担保付債務

   担保に供している資産及び担

保付債務は、次のとおりであり

ます。

  担保資産

投資有価証券 1,726百万円

  担保付債務

長期借入金 500百万円

 (2) 債務の内容

一年内返済 
予定長期 
借入金

500百万円

長期借入金 500 〃

 

 ２ 偶発債務

  保証債務

   特約店への売上債権の

   回収に対する保証

三菱商事 1,196百万円

 ２ 偶発債務

  保証債務

   特約店への売上債権の

   回収に対する保証

三菱商事 1,217百万円

 ２ 偶発債務

  保証債務

   特約店への売上債権の

   回収に対する保証

三菱商事 1,216百万円

※３ 手形割引高及び裏書譲渡高

受取手形 
割引高

1,204百万円

※３ 手形割引高及び裏書譲渡高

受取手形
割引高

1,567百万円

※３ 手形割引高及び裏書譲渡高

受取手形
割引高

1,547百万円

 

※４ 中間連結会計期間末日満期手

  形の処理

   中間連結会計期間末日満期手

形は、手形交換日をもって決済

処理しております。従って、当

中間連結会計期間末日は、金融

機関の休日であったため中間連

結会計期間末日満期手形が以下

の科目に含まれております。

受取手形 
及び売掛金

424百万円

支払手形 

及び買掛金
468  〃

※４ 中間連結会計期間末日満期手

形の処理

   中間連結会計期間末日満期手

形の会計処理については、手形

交換日をもって決済処理してお

ります。 

 なお、当中間連結会計期間末

日が金融機関の休日であったた

め、次の中間連結会計期間末日

満期手形が中間連結会計期間末

残高に含まれております。

受取手形 631百万円

支払手形 569  〃

建設関係 

支払手形
13  〃  

※４ 連結会計年度末日満期手形の

処理

   期末日満期手形の会計処理に

ついては、手形交換日をもって

決済処理しております。 

 なお、当連結会計年度末日が

金融機関の休日であったため、

次の連結会計年度末日満期手形

が連結会計年度末残高に含まれ

ております。

受取手形 510百万円

支払手形 554  〃

建設関係 

支払手形
2  〃



(中間連結損益計算書関係) 

  
前中間連結会計期間

(自 平成18年４月１日
至 平成18年９月30日)

当中間連結会計期間
(自 平成19年４月１日
至 平成19年９月30日)

前連結会計年度
(自 平成18年４月１日
至 平成19年３月31日)

 

※１ 販売費及び一般管理費の主な

もの

減価償却費 129百万円

貸倒引当金 
繰入額

77  〃

退職給付 
費用

210  〃

役員報酬 
及び従業員 
給料等

2,896  〃

運送費 1,633  〃

役員退職 
慰労引当金 
繰入額

23  〃

製品保証 
引当金 
繰入額

26  〃

役員賞与 
引当金 
繰入額

21  〃

※１ 販売費及び一般管理費の主な

もの

減価償却費 139百万円

貸倒引当金
繰入額

90 〃

賞与引当金
繰入額

31 〃

退職給付
費用

226 〃

役員報酬
及び従業員 
給料等

3,085 〃

運送費 1,911  〃

販売手数料  1,169   〃

製品保証
引当金 
繰入額

36  〃

役員賞与
引当金 
繰入額

30 〃
 

※１ 販売費及び一般管理費の主な

もの

減価償却費 272百万円

貸倒引当金
繰入額

133  〃

賞与引当金
繰入額

53  〃

退職給付
費用

448  〃

役員報酬
及び従業員 
給料等

5,887  〃

運送費 3,369  〃

販売手数料 1,877  〃

役員退職
慰労引当金 
繰入額

23  〃

製品保証引
当金繰入額

92  〃

 

※２ 固定資産売却益の内訳

機械装置 
及び運搬具

5百万円

工具器具 
及び備品

0  〃

 

※２ 固定資産売却益の内訳

機械装置
及び運搬具

0百万円

工具器具
及び備品

0 〃

※２ 固定資産売却益の内訳

機械装置
及び運搬具

8百万円

工具器具
及び備品

0  〃

土地 6  〃

※３    ――――― ※３    ――――― ※３ 移転補償収入

連結子会社 Chugoku Marine 

Paints(Shanghai),Ltd.の 工 場

移転に伴い、移転補償金から固

定資産除却損等を控除した金額

を特別利益として計上しており

ます。

 

※４ 固定資産売却損の内訳

機械装置 
及び運搬具

0百万円

電話加入権 4  〃

 

※４ 固定資産売却損の内訳

機械装置
及び運搬具

0百万円

工具器具
及び備品

0 〃

※４ 固定資産売却損の内訳

機械装置
及び運搬具

0百万円

土地 4  〃

無形固定資産 4  〃

※５ 減損損失

提出会社及び連結子会社は、

事業資産については管理会計上

の区分で、賃貸借資産及び遊休

資産においては個別物件単位で

グルーピングしております。

当中間連結会計期間において

以下の資産について減損損失を

計上しております。

※５    ――――― ※５ 減損損失

提出会社及び連結子会社は、

事業資産については管理会計上

の区分で、賃貸借資産及び遊休

資産においては個別物件単位で

グルーピングしております。

  当連結会計年度において以下

の資産について減損損失を計上

しております。

 

用途 種別 場所

遊休 
資産

機械他 広島県大竹市

 

用途 種別 場所

遊休
資産

機械他 広島県大竹市



 
  

前中間連結会計期間
(自 平成18年４月１日
至 平成18年９月30日)

当中間連結会計期間
(自 平成19年４月１日
至 平成19年９月30日)

前連結会計年度
(自 平成18年４月１日
至 平成19年３月31日)

   上記の資産は自家発電装置で

あり、前連結会計年度までは稼

動しておりましたが、維持管理

費用の上昇に加え、燃料費の高

騰によりコスト高となったた

め、当中間連結会計期間から休

止したことによります。

   なお、同装置は陳腐化してい

ることから回収可能性が認めら

れないため、その帳簿価額全額

を減損損失として特別損失に計

上しております。

   上記の資産は自家発電装置で

あり、前連結会計年度までは稼

動しておりましたが、維持管理

費用の上昇に加え、燃料費の高

騰によりコスト高となったた

め、当連結会計年度から休止し

たことによります。

   なお、同装置は陳腐化してい

ることから回収可能性が認めら

れないため、その帳簿価額全額

を減損損失として特別損失に計

上しております。

減損損失の内訳 減損損失の内訳

 

機械装置 

及び運搬具
10百万円

工具器具 

及び備品
0 〃

計 10百万円
  

機械装置 

及び運搬具
10百万円

工具器具 

及び備品
0 〃

計 10百万円



(中間連結株主資本等変動計算書関係) 

前中間連結会計期間（自 平成18年４月１日 至 平成18年９月30日） 

１ 発行済株式に関する事項 

   
  

２ 自己株式に関する事項 

   
（変動事由の概要） 

増加数の主な内訳は、次の通りであります。 

 単元未満株式の買取りによる増加     8,632株 

減少数の主な内訳は、次の通りであります。 

 単元株式の市場への処分による減少     810株 

  

３ 新株予約権等に関する事項 
    該当事項はありません。 
  
４ 配当に関する事項 

   配当金支払額 

 
  

  

株式の種類 前連結会計年度末 増加 減少 当中間連結会計期間末

普通株式(株) 69,068,822 ― ― 69,068,822

株式の種類 前連結会計年度末 増加 減少 当中間連結会計期間末

普通株式(株) 189,073 8,632 810 196,895

決議 株式の種類
配当金の総額
（百万円）

１株当たり配当額
（円）

基準日 効力発生日

平成18年６月29日 
定時株主総会

普通株式 516 7.50 平成18年３月31日 平成18年6月29日



当中間連結会計期間（自 平成19年４月１日 至 平成19年９月30日） 

１ 発行済株式に関する事項 

   
  

２ 自己株式に関する事項 

   
（変動事由の概要） 

増加数の主な内訳は、次の通りであります。 

 単元未満株式の買取りによる増加     30,164株 

  

３ 新株予約権等に関する事項 
    該当事項はありません。 
  
４ 配当に関する事項 

 (1) 配当金支払額 

 
  
 (2) 基準日が当中間連結会計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当中間連結会計期間後とな

るもの 

   
  

株式の種類 前連結会計年度末 増加 減少 当中間連結会計期間末

普通株式(株) 69,068,822 ― ― 69,068,822

株式の種類 前連結会計年度末 増加 減少 当中間連結会計期間末

普通株式(株) 212,942 30,164 ― 243,106

決議 株式の種類
配当金の総額
（百万円）

１株当たり配当額
（円）

基準日 効力発生日

平成19年６月28日 
定時株主総会

普通株式 688 10.00 平成19年３月31日 平成19年6月29日

決議 株式の種類 配当の原資
配当金の総額
（百万円）

１株当たり
配当額(円)

基準日 効力発生日

平成19年10月31日 
取締役会

普通株式 利益剰余金 412 6.00 平成19年９月30日 平成19年12月４日



前連結会計年度（自 平成18年４月１日 至 平成19年３月31日） 

１ 発行済株式に関する事項 

 
  

２ 自己株式に関する事項 

   
（変動事由の概要） 

増加数の主な内訳は、次の通りであります。 

 単元未満株式の買取りによる増加     25,333株 

減少数の主な内訳は、次の通りであります。 

 単元未満株式の買増請求による減少     1,464株 

  

３ 新株予約権等に関する事項 
    該当事項はありません。 

  

４ 配当に関する事項 

 (1) 配当金支払額 

 
  
 (2) 基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌連結会計年度となるもの 

 
  

株式の種類 前連結会計年度末 増加 減少 当連結会計年度末

普通株式(株) 69,068,822 ― ― 69,068,822

株式の種類 前連結会計年度末 増加 減少 当連結会計年度末

普通株式(株) 189,073 25,333 1,464 212,942

決議 株式の種類
配当金の総額
（百万円）

１株当たり配当額
（円）

基準日 効力発生日

平成18年６月29日 
定時株主総会

普通株式 516 7.50 平成18年３月31日 平成18年6月29日

決議 株式の種類 配当の原資
配当金の総額
（百万円）

１株当たり
配当額(円)

基準日 効力発生日

平成19年６月28日 
定時株主総会

普通株式 利益剰余金 688 10.00 平成19年３月31日 平成19年６月29日



次へ 

(中間連結キャッシュ・フロー計算書関係) 

  

 
  

前中間連結会計期間
(自 平成18年４月１日
至 平成18年９月30日)

当中間連結会計期間
(自 平成19年４月１日
至 平成19年９月30日)

前連結会計年度
(自 平成18年４月１日
至 平成19年３月31日)

 

※ 現金及び現金同等物の中間期末

残高と中間連結貸借対照表に掲記

されている科目の金額との関係は

以下のとおりであります。

現金及び 
預金勘定

6,855百万円

預入期間が 
３ヶ月を 
超える 
定期預金

△290 〃

現金及び 
現金同等物

6,564百万円

 

※ 現金及び現金同等物の中間期末

残高と中間連結貸借対照表に掲記

されている科目の金額との関係は

以下のとおりであります。

現金及び
預金勘定

8,914百万円

預入期間が
３ヶ月を 
超える 
定期預金

△414 〃

現金及び
現金同等物

8,499百万円

※ 現金及び現金同等物の期末残高

と連結貸借対照表に掲記されてい

る科目の金額との関係は以下のと

おりであります。

現金及び
預金勘定

8,132百万円

預入期間が
３ヶ月を 
超える 
定期預金

△379 〃

現金及び
現金同等物

7,752百万円



(リース取引関係) 

借手側 

  

 
  

前中間連結会計期間
(自 平成18年４月１日
至 平成18年９月30日)

当中間連結会計期間
(自 平成19年４月１日
至 平成19年９月30日)

前連結会計年度
(自 平成18年４月１日
至 平成19年３月31日)

１ リース物件の所有権が借主に移

転すると認められるもの以外のフ

ァイナンス・リース取引

① リース物件の取得価額相当額、

減価償却累計額相当額、減損損失

累計額相当額及び中間期末残高相

当額
機械装置 
及び 

運搬具 
(百万円)

工具器具 
備品 

(百万円)

合計 
(百万円)

取得価額 
相当額

35 63 99

減価償却 
累計額 
相当額

24 52 77

減損損失 
累計額 
相当額

― ― ―

中間期末 
残高相当額

11 10 21

 

１ リース物件の所有権が借主に移

転すると認められるもの以外のフ

ァイナンス・リース取引

① リース物件の取得価額相当額、

減価償却累計額相当額及び中間期

末残高相当額
機械装置
及び 

運搬具 
(百万円)

取得価額相当額 16

減価償却累計額相当額 9

中間期末残高相当額 6

 

１ リース物件の所有権が借主に移

転すると認められるもの以外のフ

ァイナンス・リース取引

① リース物件の取得価額相当額、

減価償却累計額相当額及び期末

残高相当額

機械装置
及び 
運搬具 

(百万円)

工具器具 
備品 

(百万円)

合計 
(百万円)

取得価額
相当額

22 63 86

減価償却
累計額 
相当額

11 59 70

期末
残高相当額

11 4 15

  なお、取得価額相当額は、未経

過リース料中間期末残高が有形固

定資産の中間期末残高等に占める

その割合が低いため、支払利子込

み法により算定しております。

同左   なお、取得価額相当額は、未経

過リース料期末残高が有形固定資

産の期末残高等に占めるその割合

が低いため、支払利子込み法によ

り算定しております。

② 未経過リース料中間期末残高相

当額及びリース資産減損勘定中間

期末残高

１年以内 15百万円

１年超 6 〃

計 21百万円

リース資産 
減損勘定 
中間期末残高

―百万円

 

② 未経過リース料中間期末残高相

当額

１年以内 3百万円

１年超 3 〃

計 6百万円

 ② 未経過リース料期末残高相当

額及びリース資産減損勘定期末残

高

１年以内 8百万円

１年超 7 〃

計 15百万円

リース資産
減損勘定 
期末残高

―百万円

  なお、未経過リース料中間期末

残高相当額は、未経過リース料中

間期末残高が有形固定資産の中間

期末残高等に占める割合が低いた

め、支払利子込み法により算定し

ております。

同左   なお、未経過リース料期末残高

相当額は、未経過リース料期末残

高が有形固定資産の期末残高等に

占める割合が低いため、支払利子

込み法により算定しております。



次へ 

 
  

前中間連結会計期間
(自 平成18年４月１日
至 平成18年９月30日)

当中間連結会計期間
(自 平成19年４月１日
至 平成19年９月30日)

前連結会計年度
(自 平成18年４月１日
至 平成19年３月31日)

 

③ 支払リース料、リース資産減損

勘定の取崩額、減価償却費相当額

及び減損損失

支払リース料 9百万円

リース資産減損 
勘定の取崩額

― 〃

減価償却費 
相当額

9 〃

減損損失 ― 〃

 

③ 支払リース料及び減価償却費相

当額

支払リース料 1百万円

減価償却費
相当額

1 〃

③ 支払リース料、リース資産減損

勘定の取崩額、減価償却費相当額

及び減損損失

支払リース料 19百万円

リース資産減損 
勘定の取崩額

― 〃

減価償却費
相当額

19 〃

減損損失 ― 〃

④ 減価償却費相当額の算定方法

  リース期間を耐用年数とし、残

存価額を零とする定額法によって

おります。

④ 減価償却費相当額の算定方法

同左

④ 減価償却費相当額の算定方法

同左

２ オペレーティングリース取引

   未経過リース料

１年以内 106百万円

１年超 283 〃

計 389百万円

２ オペレーティングリース取引

   未経過リース料

１年以内 112百万円

１年超 271 〃

計 383百万円

２ オペレーティングリース取引

   未経過リース料

１年以内 105百万円

１年超 274 〃

計 380百万円

（減損損失について）

 リース資産に配分された減損損失

はありません。



前へ   次へ 

(有価証券関係) 

前中間連結会計期間末(平成18年９月30日) 

１ 時価のある有価証券 
  

 
(注) 当中間連結会計期間において、その他有価証券の減損処理は行っておりません。 

  
２ 時価評価されていない主な有価証券 

  

 
  

当中間連結会計期間末(平成19年９月30日) 

１ 時価のある有価証券 
  

 
(注) 当中間連結会計期間において、その他有価証券の減損処理は行っておりません。 

  

２ 時価評価されていない主な有価証券 
  

 
  

前連結会計年度末(平成19年３月31日) 

１ 時価のある有価証券 
  

 
(注) 当連結会計年度において、その他有価証券の減損処理は行っておりません。 

  
２ 時価評価されていない主な有価証券 

  

区分
中間連結貸借

対照表計上額(百万円)
時価

(百万円)
差額 

(百万円)
(1) 満期保有目的の債券
  国債・地方債等 2 2 0

計 2 2 0

区分
取得原価
(百万円)

中間連結貸借
対照表計上額(百万円)

差額 
(百万円)

(2) その他有価証券
  株式 3,674 7,695 4,020

計 3,674 7,695 4,020

内容
中間連結貸借対照表計上額

(百万円)
 その他有価証券

非上場株式 1,023

区分
中間連結貸借

対照表計上額(百万円)
時価

(百万円)
差額 

(百万円)
(1) 満期保有目的の債券
  国債・地方債等 2 2 0

計 2 2 0

区分
取得原価
(百万円)

中間連結貸借
対照表計上額(百万円)

差額 
(百万円)

(2) その他有価証券
  株式 3,696 8,744 5,047

計 3,696 8,744 5,047

内容
中間連結貸借対照表計上額

(百万円)
 その他有価証券

非上場株式 1,013

区分
連結貸借対照表計上額

(百万円)
時価

(百万円)
差額 

(百万円)
(1) 満期保有目的の債券

国債・地方債等 2 2 0

計 2 2 0

区分
取得原価
(百万円)

連結貸借対照表計上額
(百万円)

差額 
(百万円)

(2) その他有価証券
  株式 3,694 8,085 4,391

計 3,694 8,085 4,391

内容
連結貸借対照表計上額

(百万円)
 その他有価証券

非上場株式 1,013



(デリバティブ取引関係) 

前中間連結会計期間末(平成18年９月30日) 

デリバティブ取引の契約額等、時価及び評価損益の状況 

通貨関連 

  

 
(注) １ 時価の算定方法 

  先物為替相場によっております。 

２ 「外貨建取引等会計基準」により外貨建金銭債権債務等に振り当てたデリバティブ取引については、注記の

対象から除いております。 

  

当中間連結会計期間末(平成19年９月30日) 

デリバティブ取引の契約額等、時価及び評価損益の状況 

通貨関連 

  

 
(注) １ 時価の算定方法 

  先物為替相場によっております。 

２ 「外貨建取引等会計基準」により外貨建金銭債権債務等に振り当てたデリバティブ取引については、注記の

対象から除いております。 

  

区分 種類
契約額等
(百万円)

契約額等のうち
１年超(百万円)

時価(百万円)
評価損益 
(百万円)

市場取引以外の取引

為替予約取引

 売建

  米ドル売円買 372 ― 379 △6

  SINドル売ユーロ買 36 ― 36 0

  円売ユーロ買 103 ― 100 2

  英ポンド売ユーロ買 126 ― 125 0

 買建

   米ドル買マレーシア
ドル売

98 ― 96 △1

合計 ― ― ― △3

区分 種類
契約額等
(百万円)

契約額等のうち
１年超(百万円)

時価(百万円)
評価損益 
(百万円)

市場取引以外の取引

為替予約取引

 売建

  米ドル売円買 539 ― 555 △16

 買建

  米ドル買ユーロ売 196 ― 195 △1

  SINドル買ユーロ売 100  ― 100 △0

  円買ユーロ売 122 ― 119 △2

   英ポンド買ユーロ売 97 ― 97 0

合計 ― ― ― △20



前へ 

前連結会計年度末(平成19年３月31日) 

デリバティブ取引の契約額等、時価及び評価損益の状況 

通貨関連 

  

 
(注) １ 時価の算定方法 

  先物為替相場によっております。 

２ 「外貨建取引等会計処理基準」により外貨建金銭債権債務等に振り当てたデリバティブ取引については、注

記の対象から除いております。 

  

区分 種類
契約額等
(百万円)

契約額等のうち
１年超(百万円)

時価(百万円)
評価損益 
(百万円)

市場取引以外の取引

為替予約取引

売建

米ドル売円買 334 ― 341 △7

米ドル売ユーロ買 336 ― 325 10

SINドル売ユーロ買 76 ― 77 △0

円売ユーロ買 87 ― 84 2

英ポンド売ユーロ買 56 ― 58 △1

合計 ― ― ― 3



(セグメント情報) 

【事業の種類別セグメント情報】 

前中間連結会計期間(自 平成18年４月１日 至 平成18年９月30日) 

  

 
(注) １ 事業区分の方法 

提出会社の事業区分の方法は、製品の種類・性質及び販売方法等の類似性を考慮し、塗料販売及び塗装請

負・塗装技術サービスの塗料関連事業と、その他の事業に区分しております。 

２ 各事業区分の主要製品 
  

 
３ 営業費用のうち、消去又は全社の項目に含めた配賦不能営業費用(574百万円)の主なものは、提出会社の管

理部門に係る費用であります。 

  

塗料関連事業 
(百万円)

その他の事業
(百万円)

計
(百万円)

消去又は全社 
(百万円)

連結 
(百万円)

売上高

(1) 外部顧客に
対する売上高

39,439 414 39,853 ― 39,853

(2) セグメント間の内部
売上高又は振替高

― 200 200 ( 200) ―

計 39,439 615 40,054 ( 200) 39,853

営業費用 36,453 417 36,870 373 37,243

営業利益 2,985 198 3,183 ( 573) 2,609

事業区分 主要製品

塗料関連事業
船底塗料、合成樹脂塗料、シンナー及びその他の
塗料、塗装請負、塗装技術サービス

その他の事業
不動産賃貸及び管理、電算機ソフトウェア開発 
資金運用融資、警備等



当中間連結会計期間(自 平成19年４月１日 至 平成19年９月30日) 

  

 
(注) １ 事業区分の方法 

提出会社の事業区分の方法は、製品の種類・性質及び販売方法等の類似性を考慮し、塗料販売及び塗装請

負・塗装技術サービスの塗料関連事業と、その他の事業に区分しております。 

２ 各事業区分の主要製品 
  

 
３ 営業費用のうち、消去又は全社の項目に含めた配賦不能営業費用(707百万円)の主なものは、提出会社の管

理部門に係る費用であります。 

４ 会計処理の変更 

 「中間連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項」４ (2)に記載のとおり、提出会社及び国内連結

子会社は、当中間連結会計期間から、平成19年４月１日以降に取得した有形固定資産については、改正後の

法人税法に基づく減価償却の方法に変更しております。これに伴い、従来の方法によった場合と比べ、当中

間連結会計期間の営業費用は、塗料関連事業が６百万円、その他の事業が０百万円増加し、営業利益がそれ

ぞれ同額減少しております。 

５ 追加情報 

 「中間連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項」４ (2)に記載のとおり、提出会社及び国内連結

子会社は、当中間連結会計期間から、平成19年３月31日以前に取得した有形固定資産については、改正前の

法人税法に基づく減価償却の方法の適用により取得価額の５％に到達した連結会計年度の翌連結会計年度よ

り取得価額の５％相当額と備忘価格との差額を５年間で均等償却し、減価償却費に含めて計上しておりま

す。これに伴い、従来の方法によった場合と比べ、当中間連結会計期間の営業費用は、塗料関連事業が25百

万円、その他の事業が１百万円増加し、営業利益がそれぞれ同額減少しております。 

  

塗料関連事業 
(百万円)

その他の事業
(百万円)

計
(百万円)

消去又は全社 
(百万円)

連結 
(百万円)

売上高

(1) 外部顧客に
対する売上高

52,838 299 53,138 ― 53,138

(2) セグメント間の内部
売上高又は振替高

― 199 199 ( 199) ―

計 52,838 499 53,338 ( 199) 53,138

営業費用 47,700 329 48,030 507 48,537

営業利益 5,137 170 5,307 ( 707) 4,600

事業区分 主要製品

塗料関連事業
船底塗料、合成樹脂塗料、シンナー及びその他の
塗料、塗装請負、塗装技術サービス

その他の事業
不動産賃貸及び管理、電算機ソフトウェア開発 
資金運用融資、警備等



前連結会計年度(自 平成18年４月１日 至 平成19年３月31日) 

  

 
(注) １ 事業区分の方法 

提出会社の事業区分の方法は、製品の種類・性質及び販売方法等の類似性を考慮し、塗料販売及び塗装請

負・塗装技術サービスの塗料関連事業と、その他の事業に区分しております。 

２ 各事業区分の主要製品 
  

 
３ 営業費用のうち、消去又は全社の項目に含めた配賦不能営業費用(1,159百万円)の主なものは、提出会社の

管理部門に係る費用であります。 

  

塗料関連事業 
(百万円)

その他の事業
(百万円)

計
(百万円)

消去又は全社 
(百万円)

連結 
(百万円)

売上高

(1) 外部顧客に
対する売上高

87,533 663 88,196 ― 88,196

(2) セグメント間の内部
売上高又は振替高

― 396 396 (  396) ―

計 87,533 1,059 88,592 ( 396) 88,196

営業費用 79,482 694 80,176 762 80,938

営業利益 8,051 365 8,416 (1,158) 7,257

事業区分 主要製品

塗料関連事業
船底塗料、合成樹脂塗料、シンナー及びその他の
塗料、塗装請負、塗装技術サービス

その他の事業
不動産賃貸及び管理、電算機ソフトウェア開発 
資金運用融資、警備等



【所在地別セグメント情報】 

前中間連結会計期間(自 平成18年４月１日 至 平成18年９月30日) 

  

 
(注) １ 国又は地域の区分は、地理的近接度によっております。 

２ 各区分に属する主な国又は地域 

(1) アジア…………中国、シンガポール、香港、韓国、台湾、タイ、マレーシア、インドネシア 

(2) その他の地域…オランダ、アメリカ、イギリス 

３ 営業費用のうち、消去又は全社の項目に含めた配賦不能営業費用(574百万円)の主なものは、提出会社の管

理部門に係る費用であります。 

  

当中間連結会計期間(自 平成19年４月１日 至 平成19年９月30日) 

  

 
(注) １ 国又は地域の区分は、地理的近接度によっております。 

２ 各区分に属する主な国又は地域 

(1) アジア…………中国、シンガポール、香港、韓国、台湾、タイ、マレーシア、インドネシア 

(2) その他の地域…オランダ、アメリカ、イギリス 

３ 営業費用のうち、消去又は全社の項目に含めた配賦不能営業費用(707百万円)の主なものは、提出会社の管

理部門に係る費用であります。 

４ 会計処理の変更 

 「中間連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項」４ (2)に記載のとおり、提出会社及び国内連結

子会社は、当中間連結会計期間から、平成19年４月１日以降に取得した有形固定資産については、改正後の

法人税法に基づく減価償却の方法に変更しております。これに伴い、従来の方法によった場合と比べ、当中

間連結会計期間の営業費用は、日本が７百万円増加し、営業利益が同額減少しております。 

５ 追加情報 

 「中間連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項」４ (2)に記載のとおり、提出会社及び国内連結

子会社は、当中間連結会計期間から、平成19年３月31日以前に取得した有形固定資産については、改正前の

法人税法に基づく減価償却の方法の適用により取得価額の５％に到達した連結会計年度の翌連結会計年度よ

り取得価額の５％相当額と備忘価格との差額を５年間で均等償却し、減価償却費に含めて計上しておりま

す。これに伴い、従来の方法によった場合と比べ、当中間連結会計期間の営業費用は、日本が27百万円増加

し、営業利益が同額減少しております。 

  

日本 
(百万円)

アジア
(百万円)

その他
の地域 
(百万円)

計
(百万円)

消去又は 
全社 

(百万円)

連結 
(百万円)

売上高

(1) 外部顧客に
対する売上高

17,340 18,276 4,236 39,853 ― 39,853

(2) セグメント間の内部
売上高又は振替高

3,457 2,760 336 6,554 ( 6,554) ―

計 20,798 21,037 4,572 46,408 (  6,554) 39,853

営業費用 20,148 19,189 4,761 44,099 (  6,855) 37,243

営業利益又は 
営業損失(△)

649 1,848 △189 2,308 301 2,609

日本 
(百万円)

アジア
(百万円)

その他
の地域 
(百万円)

計
(百万円)

消去又は 
全社 

(百万円)

連結 
(百万円)

売上高

(1) 外部顧客に
対する売上高

19,318 28,270 5,550 53,138 ― 53,138

(2) セグメント間の内部
売上高又は振替高

3,707 3,671 390 7,769 ( 7,769) ―

計 23,025 31,941 5,940 60,907 ( 7,769) 53,138

営業費用 21,920 28,506 6,146 56,572 (  8,035) 48,537

営業利益又は 
営業損失(△)

1,105 3,435 △205 4,334 265 4,600



前連結会計年度(自 平成18年４月１日 至 平成19年３月31日) 

  

 
(注) １ 国又は地域の区分は、地理的近接度によっております。 

２ 各区分に属する主な国又は地域 

(1) アジア…………中国、シンガポール、香港、韓国、台湾、タイ、マレーシア、インドネシア 

(2) その他の地域…オランダ、アメリカ、イギリス 

３ 営業費用のうち、消去又は全社の項目に含めた配賦不能営業費用(1,159百万円)の主なものは、提出会社の

管理部門に係る費用であります。 

  

日本 
(百万円)

アジア
(百万円)

その他
の地域 
(百万円)

計
(百万円)

消去又は 
全社 

(百万円)

連結 
(百万円)

売上高

(1) 外部顧客に対する
売上高

35,333 43,744 9,118 88,196 ― 88,196

(2) セグメント間の内部
売上高又は振替高

6,945 6,554 677 14,176 (14,176) ―

計 42,279 50,298 9,796 102,373 (14,176) 88,196

営業費用 40,898 44,527 10,390 95,815 (14,877) 80,938

営業利益又は 
営業損失(△)

1,381 5,770 △593 6,557 700 7,257



【海外売上高】 

前中間連結会計期間(自 平成18年４月１日 至 平成18年９月30日) 

  

 
(注) １ 国又は地域の区分は、地理的近接度によっております。 

２ 各区分に属する主な国又は地域 

(1) アジア…………中国、シンガポール、香港、韓国、台湾、タイ、マレーシア、インドネシア、オセアニア

(2) その他の地域…オランダ、アメリカ、イギリス、アフリカ 

３ 海外売上高は、提出会社及び連結子会社の本邦以外の国又は地域における売上高であります。 

  

当中間連結会計期間(自 平成19年４月１日 至 平成19年９月30日) 

  

 
(注) １ 国又は地域の区分は、地理的近接度によっております。 

２ 各区分に属する主な国又は地域 

(1) アジア…………中国、シンガポール、香港、韓国、台湾、タイ、マレーシア、インドネシア、オセアニア

(2) その他の地域…オランダ、アメリカ、イギリス、アフリカ 

３ 海外売上高は、提出会社及び連結子会社の本邦以外の国又は地域における売上高であります。 

  

前連結会計年度(自 平成18年４月１日 至 平成19年３月31日) 

  

 
(注) １ 国又は地域の区分は、地理的近接度によっております。 

２ 各区分に属する主な国又は地域 

(1) アジア…………中国、シンガポール、香港、韓国、台湾、タイ、マレーシア、インドネシア、オセアニア

(2) その他の地域…オランダ、アメリカ、イギリス、アフリカ 

３ 海外売上高は、提出会社及び連結子会社の本邦以外の国又は地域における売上高であります。 

  

アジア その他の地域 計

Ⅰ 海外売上高(百万円) 18,309 4,203 22,512

Ⅱ 連結売上高(百万円) 39,853

Ⅲ 連結売上高に占める
海外売上高の割合(％)

45.9 10.6 56.5

アジア その他の地域 計

Ⅰ 海外売上高(百万円) 29,678 4,371 34,050

Ⅱ 連結売上高(百万円) 53,138

Ⅲ 連結売上高に占める
海外売上高の割合(％)

55.9 8.2 64.1

アジア その他の地域 計

Ⅰ 海外売上高(百万円) 43,694 9,165 52,860

Ⅱ 連結売上高(百万円) 88,196

Ⅲ 連結売上高に占める
海外売上高の割合(％)

49.5 10.4 59.9



(１株当たり情報) 

  

 
(注) 算定上の基礎 

 １．１株当たり純資産額 

 
  
  ２．１株当たり中間（当期）純利益 

 
  

  

  

(重要な後発事象) 

該当事項はありません。 

  

(2) 【その他】 

該当事項はありません。 

  

前中間連結会計期間
(自 平成18年４月１日
至 平成18年９月30日)

当中間連結会計期間
(自 平成19年４月１日
至 平成19年９月30日)

前連結会計年度
(自 平成18年４月１日
至 平成19年３月31日)

１株当たり純資産額 497.59円 １株当たり純資産額 617.26円 １株当たり純資産額 560.24円

１株当たり中間純利益 25.82円 １株当たり中間純利益 50.44円 １株当たり当期純利益 70.47円

 なお、潜在株式調整後１株当たり

中間純利益については、潜在株式が

存在しないため、記載をしておりま

せん。

 なお、潜在株式調整後１株当たり

中間純利益については、潜在株式が

存在しないため、記載をしておりま

せん。

 なお、潜在株式調整後１株当たり

当期純利益については、潜在株式が

存在しないため、記載をしておりま

せん。

項目
前中間連結会計期間末
(平成18年９月30日)

当中間連結会計期間末
(平成19年９月30日)

前連結会計年度末
(平成19年３月31日)

中間連結貸借対照表(連結貸借対照

表)の純資産の部の合計額(百万円)
36,200 45,141 40,840

普通株式に係る純資産額(百万円) 34,270 42,483 38,575

差額の主な内訳(百万円)

  少数株主持分 1,930 2,657 2,265

普通株式の発行済株式数(千株) 69,068 69,068 69,068

普通株式の自己株式数(千株) 196 243 212

１株当たり純資産額の算定に用いら

れた普通株式の数(千株)
68,871 68,825 68,855

項目
前中間連結会計期間

(自 平成18年４月１日
至 平成18年９月30日)

当中間連結会計期間
(自 平成19年４月１日
至 平成19年９月30日)

前連結会計年度
(自 平成18年４月１日
至 平成19年３月31日)

中間連結損益計算書上の中間(当期)

純利益(百万円)
1,778 3,472 4,853

普通株式に係る中間(当期)純利益(百

万円)
1,778 3,472 4,853

普通株主に帰属しない金額(百万円) ― ― ―

普通株式の期中平均株式数(千株) 68,875 68,842 68,870



２ 【中間財務諸表等】 

(1) 【中間財務諸表】 

① 【中間貸借対照表】 

  

 
  

前中間会計期間末

(平成18年９月30日)

当中間会計期間末

(平成19年９月30日)

前事業年度の 
要約貸借対照表 

(平成19年３月31日)

区分
注記 
番号

金額(百万円)
構成比
(％)

金額(百万円)
構成比
(％)

金額(百万円)
構成比
(％)

(資産の部)

Ⅰ 流動資産

 １ 現金及び預金 1,211 1,550 827

 ２ 受取手形
※4 
※5

4,802 5,053 4,775

 ３ 売掛金 9,240 10,169 9,472

 ４ たな卸資産 3,576 4,063 4,335

 ５ その他 1,600 1,500 1,955

   貸倒引当金 △1 △1 △3

   流動資産合計 20,431 33.2 22,335 34.8 21,363 33.7

Ⅱ 固定資産

 １ 有形固定資産

  (1) 建物
※１ 
※２

1,850 1,935 1,979

  (2) 機械及び装置
※１ 
※２

645 586 573

  (3) 土地 ※２ 13,836 13,824 13,824

  (4) その他
※１ 
※２

752 770 692

   有形固定資産合計 17,085 17,116 17,069

 ２ 無形固定資産

  (1) ソフトウェア 33 47 69

  (2) その他 36 83 24

   無形固定資産合計 69 130 94

 ３ 投資その他の資産

  (1) 投資有価証券 ※２ 8,627 9,625 8,978

  (2) 関係会社株式 14,997 14,337 15,545

  (3) その他 762 1,003 768

    貸倒引当金 △34 △21 △21

    投資損失引当金 △409 △409 △409

   投資その他の資産合計 23,942 24,534 24,861

   固定資産合計 41,097 66.8 41,781 65.2 42,025 66.3

   資産合計 61,528 100.0 64,117 100.0 63,388 100.0



 
  

前中間会計期間末

(平成18年９月30日)

当中間会計期間末

(平成19年９月30日)

前事業年度の 
要約貸借対照表 

(平成19年３月31日)

区分
注記 
番号

金額(百万円)
構成比
(％)

金額(百万円)
構成比
(％)

金額(百万円)
構成比
(％)

(負債の部)

Ⅰ 流動負債

 １ 支払手形 ※５ 3,459 3,789 3,765

 ２ 買掛金 4,131 4,658 4,467

 ３ 短期借入金 13,816 13,567 13,902

 ４ 一年内返済予定 
   長期借入金

※２ 500 ― ―

 ５ 未払法人税等 130 142 68

 ６ 役員賞与引当金 21 30 ―

 ７ その他 ※５ 1,535 1,853 1,978

   流動負債合計 23,595 38.4 24,041 37.5 24,183 38.1

Ⅱ 固定負債

 １ 長期借入金 ※２ 2,200 2,700 2,700

 ２ 長期未払金 922 346 346

 ３ 退職給付引当金 29 35 31

 ４ その他 4,437 5,153 4,833

   固定負債合計 7,589 12.3 8,235 12.8 7,911 12.5

   負債合計 31,184 50.7 32,276 50.3 32,095 50.6



 
  

前中間会計期間末

(平成18年９月30日)

当中間会計期間末

(平成19年９月30日)

前事業年度の 
要約貸借対照表 

(平成19年３月31日)

区分
注記 
番号

金額(百万円)
構成比
(％)

金額(百万円)
構成比
(％)

金額(百万円)
構成比
(％)

(純資産の部)

Ⅰ 株主資本

 １ 資本金 11,626 18.9 11,626 18.1 11,626 18.3

 ２ 資本剰余金

  (1) 資本準備金 5,396 5,396 5,396

  (2) その他資本剰余金 2,388 2,388 2,388

     資本剰余金合計 7,785 12.6 7,785 12.1 7,785 12.3

 ３ 利益剰余金

  (1) 利益準備金 1,071 1,071 1,071

  (2) その他利益剰余金

    特別償却準備金 13 1 2

    別途積立金 1,128 1,128 1,128

    繰越利益剰余金 3,837 4,825 4,609

     利益剰余金合計 6,052 9.8 7,027 11.0 6,813 10.8

 ４ 自己株式 △86 △0.1 △144 △0.2 △101 △0.2

     株主資本合計 25,376 41.2 26,293 41.0 26,123 41.2

Ⅱ 評価・換算差額等

 １ その他有価証券 
   評価差額金

2,490 3,069 2,692

 ２ 土地再評価差額金 2,476 2,476 2,476

    評価・換算差額等合計 4,967 8.1 5,546 8.7 5,169 8.2

    純資産合計 30,343 49.3 31,840 49.7 31,293 49.4

    負債純資産合計 61,528 100.0 64,117 100.0 63,388 100.0



② 【中間損益計算書】 

  

 
  

前中間会計期間

(自 平成18年４月１日
至 平成18年９月30日)

当中間会計期間

(自 平成19年４月１日
至 平成19年９月30日)

前事業年度の
要約損益計算書

(自 平成18年４月１日
至 平成19年３月31日)

区分
注記 
番号

金額(百万円)
百分比
(％)

金額(百万円)
百分比
(％)

金額(百万円)
百分比
(％)

Ⅰ 売上高 17,535 100.0 19,813 100.0 36,041 100.0

Ⅱ 売上原価 13,368 76.2 15,227 76.9 27,702 76.9

   売上総利益 4,167 23.8 4,585 23.1 8,339 23.1

Ⅲ 販売費及び一般管理費 4,408 25.2 4,552 22.9 8,802 24.4

   営業利益又は営業損失 

   （△）
△240 △1.4 33 0.2 △462 △1.3

Ⅳ 営業外収益 ※１ 1,400 8.0 1,351 6.8 2,935 8.2

Ⅴ 営業外費用 ※２ 192 1.1 176 0.9 394 1.1

   経常利益 967 5.5 1,208 6.1 2,078 5.8

Ⅵ 特別利益 ※３ 1 0.0 1 0.0 13 0.0

Ⅶ 特別損失
※４ 

※５
15 0.1 0 0.0 19 0.1

   税引前中間(当期) 

   純利益
953 5.4 1,209 6.1 2,071 5.7

   法人税、住民税 

   及び事業税
146 122 405

   法人税等調整額 76 222 1.2 183 306 1.5 173 578 1.6

   中間(当期)純利益 731 4.2 902 4.6 1,493 4.1



③ 【中間株主資本等変動計算書】 

前中間会計期間(自 平成18年４月１日 至 平成18年９月30日) 
  

 
  

 
  

 
(注) 平成18年６月の定時株主総会における利益処分項目であります。 

  

株主資本

資本金
資本剰余金

資本準備金 その他資本剰余金 資本剰余金合計

平成18年３月31日残高(百万円) 11,626 5,396 2,387 7,784

中間会計期間中の変動額

 剰余金の配当     (注)

 特別償却準備金の取崩 (注)

 中間純利益

 自己株式の取得

 自己株式の処分 0 0

株主資本以外の項目の中間会計期
間中の変動額（純額）
中間会計期間中の変動額合計 
(百万円)

― ― 0 0

平成18年９月30日残高(百万円) 11,626 5,396 2,388 7,785

株主資本

利益剰余金

自己株式
株主資本 
合計利益準備金

その他利益剰余金
利益剰余金

合計特別償却 
準備金

別途積立金
繰越利益
剰余金

平成18年３月31日残高(百万円) 1,071 23 1,128 3,612 5,837 △81 25,167

中間会計期間中の変動額

 剰余金の配当     (注) △516 △516 △516

 特別償却準備金の取崩 (注) △10 10 ― ―

 中間純利益 731 731 731

 自己株式の取得 △5 △5

 自己株式の処分 0 0

株主資本以外の項目の中間会計期
間中の変動額（純額）
中間会計期間中の変動額合計 
(百万円)

― △10 ― 225 214 △5 209

平成18年９月30日残高(百万円) 1,071 13 1,128 3,837 6,052 △86 25,376

評価・換算差額等

純資産合計その他 
有価証券 
評価差額金

土地再評価
差額金

評価・換算
差額等合計

平成18年３月31日残高(百万円) 2,693 2,476 5,169 30,337

中間会計期間中の変動額

 剰余金の配当     (注) △516

 特別償却準備金の取崩 (注) ―

 中間純利益 731

 自己株式の取得 △5

 自己株式の処分 0

 株主資本以外の項目の中間会計期
 間中の変動額(純額)

△202 △202 △202

中間会計期間中の変動額合計 
(百万円)

△202 ― △202 6

平成18年９月30日残高(百万円) 2,490 2,476 4,967 30,343



当中間会計期間(自 平成19年４月１日 至 平成19年９月30日) 
  

 
  

 
  

 
  

  

株主資本

資本金
資本剰余金

資本準備金 その他資本剰余金 資本剰余金合計

平成19年３月31日残高(百万円) 11,626 5,396 2,388 7,785

中間会計期間中の変動額

 剰余金の配当    

 特別償却準備金の取崩 

 中間純利益

 自己株式の取得

株主資本以外の項目の中間会計期
間中の変動額（純額）
中間会計期間中の変動額合計 
(百万円)

― ― ― ―

平成19年９月30日残高(百万円) 11,626 5,396 2,388 7,785

株主資本

利益剰余金

自己株式
株主資本 
合計利益準備金

その他利益剰余金
利益剰余金

合計特別償却 
準備金

別途積立金
繰越利益
剰余金

平成19年３月31日残高(百万円) 1,071 2 1,128 4,609 6,813 △101 26,123

中間会計期間中の変動額

 剰余金の配当  △688 △688 △688

 特別償却準備金の取崩 △1 1 ― ―

 中間純利益 902 902 902

 自己株式の取得 △43 △43

株主資本以外の項目の中間会計期
間中の変動額（純額）
中間会計期間中の変動額合計 
(百万円)

― △1 ― 215 214 △43 170

平成19年９月30日残高(百万円) 1,071 1 1,128 4,825 7,027 △144 26,293

評価・換算差額等

純資産合計その他 
有価証券 
評価差額金

土地再評価
差額金

評価・換算
差額等合計

平成19年３月31日残高(百万円) 2,692 2,476 5,169 31,293

中間会計期間中の変動額

 剰余金の配当   △688

 特別償却準備金の取崩 ―

 中間純利益 902

 自己株式の取得 △43

 株主資本以外の項目の中間会計期
 間中の変動額(純額)

377 377 377

中間会計期間中の変動額合計 
(百万円)

377 ― 377 547

平成19年９月30日残高(百万円) 3,069 2,476 5,546 31,840



前事業年度(自 平成18年４月１日 至 平成19年３月31日) 
  

 
  

 
  

 
(注) １ 平成18年６月の定時株主総会における利益処分項目であります。 

２ この内、利益処分による取崩が10百万円含まれております。 

株主資本

資本金
資本剰余金

資本準備金 その他資本剰余金 資本剰余金合計

平成18年３月31日残高(百万円) 11,626 5,396 2,387 7,784

事業年度中の変動額

 剰余金の配当     (注)１

 特別償却準備金の取崩 (注)２

 当期純利益

 自己株式の取得

 自己株式の処分 0 0

 その他

株主資本以外の項目の
事業年度中の変動額（純額）

事業年度中の変動額合計 
(百万円)

― ― 0 0

平成19年３月31日残高(百万円) 11,626 5,396 2,388 7,785

株主資本

利益剰余金

自己株式
株主資本 
合計

利益準備金
その他利益剰余金

利益剰余金
合計特別償却 

準備金
別途積立金

繰越利益
剰余金

平成18年３月31日残高(百万円) 1,071 23 1,128 3,612 5,837 △81 25,167

事業年度中の変動額

 剰余金の配当     (注)１ △516 △516 △516

 特別償却準備金の取崩 (注)２ △20 20 ― ―

 当期純利益 1,493 1,493 1,493

 自己株式の取得 △20 △20

 自己株式の処分 0 0

 その他 △0 △0 △0

株主資本以外の項目の
事業年度中の変動額（純額）

事業年度中の変動額合計 
(百万円)

― △20 ― 996 975 △19 956

平成19年３月31日残高(百万円) 1,071 2 1,128 4,609 6,813 △101 26,123

評価・換算差額等

純資産合計その他 
有価証券 
評価差額金

土地再評価
差額金

評価・換算
差額等合計

平成18年３月31日残高(百万円) 2,693 2,476 5,169 30,337

事業年度中の変動額

 剰余金の配当     (注)１ △516

 特別償却準備金の取崩 (注)２ ―

 当期純利益 1,493

 自己株式の取得 △20

 自己株式の処分 0

 その他 △0

 株主資本以外の項目の
 事業年度中の変動額(純額)

△0 0 △0 △0

事業年度中の変動額合計 
(百万円)

△0 0 △0 955

平成19年３月31日残高(百万円) 2,692 2,476 5,169 31,293



中間財務諸表作成の基本となる重要な事項 

  
前中間会計期間

(自 平成18年４月１日
至 平成18年９月30日)

当中間会計期間
(自 平成19年４月１日
至 平成19年９月30日)

前事業年度
(自 平成18年４月１日
至 平成19年３月31日)

１ 資産の評価基準及び評価方法 

 (1) 有価証券 

  ① 満期保有目的の債券 

    償却原価法(定額法)

１ 資産の評価基準及び評価方法

 (1) 有価証券

  ① 満期保有目的の債券

同左

１ 資産の評価基準及び評価方法

 (1) 有価証券

  ① 満期保有目的の債券

同左

  ② 子会社株式及び関連会社株

式

    移動平均法による原価法

  ② 子会社株式及び関連会社株

式

同左

  ② 子会社株式及び関連会社株

式

同左

  ③ その他有価証券

    時価のあるもの

     中間決算期末の市場価格

等に基づく時価法（評価差

額は、全部純資産直入法に

より処理し、売却原価は、

移動平均法により算定)

  ③ その他有価証券

    時価のあるもの

同左

  ③ その他有価証券

    時価のあるもの

     決算日の市場価格等に基

づく時価法(評価差額は全

部純資産直入法により処理

し、売却原価は移動平均法

により算定)

    時価のないもの

     移動平均法による原価法

    時価のないもの

同左

    時価のないもの

同左

 (2) たな卸資産 

   移動平均法による原価法

 (2) たな卸資産

同左

 (2) たな卸資産

同左

２ 固定資産の減価償却の方法

 (1) 有形固定資産

   定率法によっております。

   なお、主な耐用年数は以下の

とおりであります。

   建物       ７～50年

   機械及び装置   ９～17年

   ただし、平成10年４月１日以

降取得した建物(建物附属設備

は除く)については、定額法に

よっております。

 

２ 固定資産の減価償却の方法

 (1) 有形固定資産

      建物(建物附属設備は除く)

① 平成10年３月31日以前に取
得したもの 
旧定率法によっておりま
す。

② 平成10年４月１日から平成
19年３月31日までに取得し
たもの 
旧定額法によっておりま
す。

③ 平成19年４月１日以降に取
得したもの 
定額法によっております。

      建物以外

① 平成19年３月31日以前に取
得したもの 
旧定率法によっておりま
す。

② 平成19年４月１日以降に取
得したもの 
定率法によっております。

    なお、主な耐用年数は以下

のとおりであります。

建物 ７～50年

機械及び装置 ９～17年

２ 固定資産の減価償却の方法

 (1) 有形固定資産

   定率法によっております。

   なお、主な耐用年数は以下の

とおりであります。

   建物       ７～50年

   機械及び装置   ９～17年

   ただし、平成10年４月１日以

降取得した建物(建物附属設備

は除く)については、定額法に

よっております。



前中間会計期間
(自 平成18年４月１日
至 平成18年９月30日)

当中間会計期間
(自 平成19年４月１日
至 平成19年９月30日)

前事業年度
(自 平成18年４月１日
至 平成19年３月31日)

 

  

（会計処理の変更）

  提出会社は、法人税法の改正

（(所得税法等の一部を改正する

法律 平成19年３月30日 法律第

６号）及び（法人税法施行令の一

部を改正する政令 平成19年３月

30日 政令第83号)）に伴い、当

中間会計期間から、平成19年４月

１日以降に取得した有形固定資産

については、改正後の法人税法に

基づく減価償却の方法に変更して

おります。

  これに伴い、従来の方法によっ

た場合と比べ、営業利益、経常利

益及び税引前中間純利益がそれぞ

れ７百万円減少しております。

 

 

  

（追加情報）

  当中間会計期間から、平成19年

３月31日以前に取得した有形固定

資産については、改正前の法人税

法に基づく減価償却の方法の適用

により取得価額の５％に到達した

事業年度の翌事業年度より、取得

価額の５％相当額と備忘価額との

差額を５年間で均等償却し、減価

償却費に含めて計上しておりま

す。

  これに伴い、従来の方法によっ

た場合と比べ、営業利益、経常利

益及び税引前中間純利益がそれぞ

れ24百万円減少しております。

 (2) 無形固定資産

   定額法によっております。

   ただし、ソフトウェア(自社

利用分)については、社内にお

ける利用可能期間(３年から５

年)に基づく定額法によってお

ります。

 (2) 無形固定資産

同左

 (2) 無形固定資産

同左

 (3) 長期前払費用 

   定額法によっております。

 (3) 長期前払費用

同左

 (3) 長期前払費用

同左

３ 引当金の計上基準

 (1) 貸倒引当金

   債権の貸倒れによる損失に備

えるため、一般債権については

貸倒実績率により、貸倒懸念債

権等特定の債権については、個

別に回収可能性を検討し、回収

不能見込額を計上しておりま

す。

３ 引当金の計上基準

 (1) 貸倒引当金

同左

３ 引当金の計上基準

 (1) 貸倒引当金

同左

 (2) 投資損失引当金

   子会社への投資に係る損失に

備えるため、当該会社の財政状

態及び回収可能性を勘案し、必

要額を計上しております。

 (2) 投資損失引当金

同左

 (2) 投資損失引当金

同左



前中間会計期間
(自 平成18年４月１日
至 平成18年９月30日)

当中間会計期間
(自 平成19年４月１日
至 平成19年９月30日)

前事業年度
(自 平成18年４月１日
至 平成19年３月31日)

 (3) 役員賞与引当金

役員に対する賞与の支給に備

えるため、支給見込額に基づく

当中間会計期間負担額を計上し

ております。

(3) 役員賞与引当金

同左

(3) 役員賞与引当金

―――――

 (4) 退職給付引当金

   従業員の退職給付に備えるた

め、当事業年度末における退職

給付債務及び年金資産の見込額

に基づき、当中間会計期間末に

おいて発生していると認められ

る額を計上しております。

   なお、会計基準変更時差異

(1,296百万円)については、15

年による按分額を費用処理して

おります。

   数理計算上の差異は、各事業

年度の発生時における従業員の

平均残存勤務期間以内の一定の

年数(10年)による定額法により

按分した額をそれぞれ発生の翌

事業年度から費用処理しており

ます。

   また、退職給付引当金には、

相談役及び顧問の退職慰労金の

支給に備えるため、内規に基づ

く中間会計期間末要支給額(29

百万円)が含まれております。

 (4) 退職給付引当金

   従業員の退職給付に備えるた

め、当事業年度末における退職

給付債務及び年金資産の見込額

に基づき、当中間会計期間末に

おいて発生していると認められ

る額を計上しております。

   なお、会計基準変更時差異

(1,296百万円)については、15

年による按分額を費用処理して

おります。

   数理計算上の差異は、各事業

年度の発生時における従業員の

平均残存勤務期間以内の一定の

年数(10年)による定額法により

按分した額をそれぞれ発生の翌

事業年度から費用処理しており

ます。

   また、退職給付引当金には、

相談役・顧問及び理事の退職慰

労金の支給に備えるため、内規

に基づく中間会計期間末要支給

額(35百万円)が含まれておりま

す。

 (4) 退職給付引当金

   従業員の退職給付に備えるた

め、当事業年度末における退職

給付債務及び年金資産の見込額

に基づき計上しております。

   なお、会計基準変更時差異

(1,296百万円)については、15

年による按分額を費用処理して

おります。

   数理計算上の差異は、各事業

年度の発生時における従業員の

平均残存勤務期間以内の一定の

年数(10年)による定額法により

按分した額をそれぞれ発生の翌

事業年度から費用処理しており

ます。

   また、退職給付引当金には、

相談役・顧問及び理事の退職慰

労金の支給に備えるため、内規

に基づく期末要支給額(31百万

円)が含まれております。

 (5) 役員退職慰労引当金

―――――

   

 （追加情報）

      従来、役員の退職慰労金の支

給に備えるため、内規に基づく

期末要支給額を役員退職慰労引

当金として計上しておりました

が、平成18年４月25日開催の取

締役会及び同日開催の監査役会

において役員退職慰労金制度を

廃止することとし、平成18年６

月29日開催の定時株主総会にお

いて、退職慰労金の打切り支給

議案が承認可決されましたの

で、当中間会計期間に役員退職

慰労引当金を全額取り崩し、制

度廃止日（同定時株主総会終結

日）までの期間に対応する退職

慰労金支給相当額を長期未払金

として表示しております。

 (5) 役員退職慰労引当金

―――――

   

 (5) 役員退職慰労引当金

―――――

 （追加情報）

      従来、役員の退職慰労金の支

給に備えるため、内規に基づく

期末要支給額を役員退職慰労引

当金として計上しておりました

が、平成18年４月25日開催の取

締役会及び同日開催の監査役会

において役員退職慰労金制度を

廃止することとし、平成18年６

月29日開催の定時株主総会にお

いて、退職慰労金の打切り支給

議案が承認可決されましたの

で、当事業年度に役員退職慰労

引当金を全額取り崩し、制度廃

止日（同定時株主総会終結日）

までの期間に対応する退職慰労

金支給相当額を未払金及び長期

未払金として表示しておりま

す。



次へ 

 
  

  

  

(会計処理の変更) 

  

 
  

前中間会計期間
(自 平成18年４月１日
至 平成18年９月30日)

当中間会計期間
(自 平成19年４月１日
至 平成19年９月30日)

前事業年度
(自 平成18年４月１日
至 平成19年３月31日)

４ リース取引の処理方法

   リース物件の所有権が借主に

移転すると認められるもの以外

のファイナンス・リース取引に

ついては、通常の賃貸借取引に

係る方法に準じた会計処理によ

っております。

４ リース取引の処理方法

同左

４ リース取引の処理方法

同左

５ 消費税等の処理方法

   消費税等の処理方法は、税抜

方式によっております。

    なお、中間財務諸表において

は、仮払消費税等と預り消費税

等を相殺のうえ、流動資産の

「その他」に39百万円を含めて

表示しております。

５ 消費税等の処理方法

   消費税等の処理方法は、税抜

方式によっております。

    なお、中間財務諸表において

は、仮払消費税等と預り消費税

等を相殺のうえ、流動負債の

「その他」に11 百万円を含め

て表示しております。

５ 消費税等の処理方法

   消費税等の処理方法は、税抜

方式によっております。

前中間会計期間
(自 平成18年４月１日
至 平成18年９月30日)

当中間会計期間
(自 平成19年４月１日
至 平成19年９月30日)

前事業年度
(自 平成18年４月１日
至 平成19年３月31日)

（貸借対照表の純資産の部の表示に

関する会計基準）

  「貸借対照表の純資産の部の表

示に関する会計基準」（企業会計

基準委員会 平成17年12月９日 企

業会計基準第５号）及び「貸借対

照表の純資産の部の表示に関する

会計基準等の適用指針」（企業会

計基準委員会 平成17年12月９日 

企業会計基準適用指針第８号）が

会社法施行日（平成18年５月１

日）以後終了する中間会計期間に

係る中間財務諸表から適用される

ことに伴い、当中間会計期間より

同会計基準及び同適用指針を適用

しております。

  なお、従来の「資本の部」の合

計に相当する金額は30,343百万円

であります。

  中間財務諸表等規則の改正によ

り、当中間会計期間における中間

財務諸表は改正後の中間財務諸表

等規則により作成しております。

―――――

（貸借対照表の純資産の部の表示に

関する会計基準）

  「貸借対照表の純資産の部の表

示に関する会計基準」（企業会計

基準委員会 平成17年12月９日 企

業会計基準第５号）及び「貸借対

照表の純資産の部の表示に関する

会計基準等の適用指針」（企業会

計基準委員会 平成17年12月９日 

企業会計基準適用指針第８号）が

会社法施行日（平成18年５月１

日）以後終了する事業年度に係る

財務諸表から適用されることに伴

い、当事業年度より同会計基準及

び同適用指針を適用しておりま

す。

  なお、従来の「資本の部」の合

計に相当する金額は31,293百万円

であります。

  財務諸表等規則の改正により、

当事業年度における財務諸表は改

正後の財務諸表等規則により作成

しております。



注記事項 

(中間貸借対照表関係) 

  
前中間会計期間末 
(平成18年９月30日)

当中間会計期間末
(平成19年９月30日)

前事業年度末 
(平成19年３月31日)

※１ 有形固定資産の減価償却累計

額

11,320百万円

※１ 有形固定資産の減価償却累計

額

11,198百万円

※１ 有形固定資産の減価償却累計

額

10,997百万円

※２ 担保資産

 (1) 担保差入資産

建物 469百万円

機械及び装置 233 〃

その他 
(工具器具 
及び備品、 
車両及び 
運搬具、 
構築物)

27 〃

土地 3,787 〃

投資有価証券 1,399 〃

計 5,917百万円

 

 

※２ 担保資産及び担保付債務

   担保に供している資産及び担

保付債務は、次のとおりであり

ます。

  担保資産

投資有価証券 1,104百万円

  担保付債務

長期借入金 500百万円

 

 

 

※２ 担保資産及び担保付債務

   担保に供している資産及び担

保付債務は、次のとおりであり

ます。

  担保資産

投資有価証券 1,726百万円

  担保付債務

長期借入金 500百万円

 (2) 債務の内容

一年内返済 
予定長期 
借入金

500百万円

長期借入金 500 〃

  

 

 ３ 保証債務

   特約店への売上債権の回収に

対する保証及び関係会社の銀行

借入に対する保証は、次のとお

りであります。

三菱商事㈱ 1,196百万円

文正商事㈱ 0 〃

関係会社銀行保証

TOA-CHUGOKU 

PAINTS 

CO.,Ltd.

0 〃

CMP 

COATINGS,Inc.
159 〃

CHUGOKU  

MARINE 

PAINTS(Guang 

Dong),Ltd.

3,211 〃

CHUGOKU 

MARINE PAINTS

(Shanghai), 

Ltd.

3,675 〃

神戸ペイント

㈱
680 〃

計 8,923百万円

 

 ３ 保証債務

   特約店への売上債権の回収に

対する保証及び関係会社の銀行

借入に対する保証は、次のとお

りであります。

三菱商事㈱ 1,217百万円

文正商事㈱ 0 〃

関係会社銀行保証

CMP 

COATINGS,Inc.
196 〃

CHUGOKU  

MARINE 

PAINTS(Guang 

Dong),Ltd.

4,290 〃

CHUGOKU 

MARINE PAINTS

(Shanghai), 

Ltd.

7,285 〃

神戸ペイント

㈱
550 〃

計 13,540百万円

 

 ３ 保証債務

   特約店への売上債権の回収に

対する保証及び関係会社の銀行

借入に対する保証は、次のとお

りであります。

三菱商事㈱ 1,216百万円

文正商事㈱ 1 〃

関係会社銀行保証

TOA-CHUGOKU 

PAINTS 

CO.,Ltd.

0 〃

CMP 

COATINGS,Inc.
159 〃

CHUGOKU  

MARINE 

PAINTS(Guang 

Dong),Ltd.

2,999 〃

CHUGOKU 

MARINE PAINTS 

(Shanghai), 

Ltd.

4,873 〃

神戸ペイント

㈱
615 〃

計 9,865百万円



次へ 

 
  

前中間会計期間末 

(平成18年９月30日)

当中間会計期間末 

(平成19年９月30日)

前事業年度末 

(平成19年３月31日)

 また、この他に関係会社の銀行借

入に対する保証予約は次のとおりで

あります。

CHUGOKU MARINE 
PAINTS 
(Hong Kong), 
Ltd.

1,204百万円

CHUGOKU PAINTS 
B.V.

629 〃

CHUGOKU PAINTS 
(Malaysia)Sdn. 
Bhd.

295 〃

CHUGOKU MARINE 
PAINTS 
(Singapore) 
Pte.,Ltd.

231 〃

計 2,360百万円

 また、この他に関係会社の銀行借

入に対する保証予約は次のとおりで

あります。

CHUGOKU MARINE
PAINTS 
(Hong Kong), 
Ltd.

686百万円

CHUGOKU PAINTS
B.V.

1,053 〃

CHUGOKU PAINTS
(Malaysia)Sdn. 
Bhd.

116 〃

CHUGOKU MARINE
PAINTS 
(Singapore) 
Pte.,Ltd.

232 〃

計 2,089百万円

 また、この他に関係会社の銀行借

入に対する保証予約は次のとおりで

あります。

CHUGOKU MARINE 
PAINTS 
(Hong Kong), 
Ltd.

1,103百万円

CHUGOKU PAINTS 
B.V.

987  〃

CHUGOKU PAINTS 
(Malaysia)Sdn. 
Bhd.

310  〃

CHUGOKU MARINE 
PAINTS 
(Singapore) 
Pte.,Ltd.

153  〃

計 2,554百万円

※４ 受取手形割引高

1,193百万円

※４ 受取手形割引高

1,542百万円

※４ 受取手形割引高

1,534百万円

 

※５ 中間会計期間末日満期手形の

処理

中間会計期間末日満期手形

は、手形交換日をもって決済処

理しております。従って、当中

間会計年度末日は、金融機関の

休日であったため中間会計期間

末日満期手形が以下の科目に含

まれております。

受取手形 359百万円

支払手形 462 〃

※５ 中間会計期間末日満期手形の

処理

中間会計期間末日満期手形

は、手形交換日をもって決済処

理しております。

なお、当中間会計期間末日が

金融機関の休日であったため、

次の中間会計期間末日満期手形

が中間会計期間末残高に含まれ

ております。

受取手形 634百万円

支払手形 566 〃

建設関係 

支払手形
13 〃  

※５ 事業年度末日満期手形の処理

期末日満期手形の会計処理に

ついては、手形交換日をもって

決済処理しております。 

 なお、期末日が金融機関の休

日であったため、次の期末日満

期手形が期末残高に含まれてお

ります。

受取手形 432百万円

支払手形 550 〃

建設関係 

支払手形
2 〃



(中間損益計算書関係) 
  

 
  

前中間会計期間
(自 平成18年４月１日
至 平成18年９月30日)

当中間会計期間
(自 平成19年４月１日
至 平成19年９月30日)

前事業年度
(自 平成18年４月１日
至 平成19年３月31日)

※１ 営業外収益のうち主なもの

受取利息 2百万円

受取配当金 772 〃

技術権利料 367 〃

※１ 営業外収益のうち主なもの

受取利息 4百万円

受取配当金 558 〃

技術権利料 443 〃

※１ 営業外収益のうち主なもの

受取利息 6百万円

受取配当金 1,645 〃

技術権利料 738 〃

※２ 営業外費用のうち主なもの

支払利息 67百万円

手形売却損 6 〃

固定資産除却損 42 〃
 

※２ 営業外費用のうち主なもの

支払利息 102百万円

※２ 営業外費用のうち主なもの

支払利息 157百万円

手形売却損 15 〃

固定資産除却損 79 〃

※３ 特別利益

貸倒引当金
戻入益

1百万円

※３ 特別利益

貸倒引当金
戻入益

1百万円

※３ 特別利益

貸倒引当金
戻入益

13百万円

 

※４ 特別損失

固定資産売却損 4百万円

減損損失 10 〃

計 15百万円
 

※４ 特別損失

会員権評価損 0百万円

 

※４ 特別損失

固定資産売却損 9百万円

減損損失 10 〃

計 19百万円

※５ 減損損失

事業資産については管理会計

上の区分で、賃貸借資産及び遊

休資産においては個別物件単位

でグルーピングしております。

当中間会計期間において以下

の資産について減損損失を計上

しております。

※５    ――――― ※５ 減損損失

事業資産については管理会計

上の区分で、賃貸借資産及び遊

休資産においては個別物件単位

でグルーピングしております。

  当事業年度において以下の資

産について減損損失を計上して

おります。



 
  

前中間会計期間
(自 平成18年４月１日
至 平成18年９月30日)

当中間会計期間
(自 平成19年４月１日
至 平成19年９月30日)

前事業年度
(自 平成18年４月１日
至 平成19年３月31日)

 

用途 種別 場所

遊休 
資産

機械他 広島県大竹市

 

用途 種別 場所

遊休
資産

機械他 広島県大竹市

上記の資産は自家発電装置で

あり、前会計年度までは稼動し

ておりましたが、維持管理費の

上昇に加え、燃料費の高騰によ

りコスト高となったため、当中

間会計期間から休止したことに

よります。

なお、同装置は陳腐化してい

ることから回収可能性が認めら

れないため、その帳簿価格全額

を減損損失として特別損失に計

上しております。

上記の資産は自家発電装置で

あり、前事業年度までは稼動し

ておりましたが、維持管理費の

上昇に加え、燃料費の高騰によ

りコスト高となったため、当事

業年度から休止したことにより

ます。

なお、同装置は陳腐化してい

ることから回収可能性が認めら

れないため、その帳簿価格全額

を減損損失として特別損失に計

上しております。

  減損損失の内訳     減損損失の内訳

 

 

機械及び装置 10百万円

その他 0 〃

計 10百万円
  

機械及び装置 10百万円

その他 0 〃

計 10百万円

 ６ 減価償却実施額

有形 
固定資産

209百万円

無形 
固定資産

17 〃

計 227百万円

 ６ 減価償却実施額

有形 
固定資産

250百万円

無形 
固定資産

22 〃

計 272百万円

 ６ 減価償却実施額

有形
固定資産

443百万円

無形
固定資産

36 〃

計 479百万円



前へ   次へ 

(中間株主資本等変動計算書関係) 

前中間会計期間（自 平成18年４月１日 至 平成18年９月30日） 

自己株式に関する事項 

   
  （変動事由の概要） 

  増加数の主な内訳は、次の通りであります。 

   単元未満株式の買取りによる増加    8,632株 

  減少数の主な内訳は、次の通りであります。 

   単元株式の市場への処分による減少    810株 

  

当中間会計期間（自 平成19年４月１日 至 平成19年９月30日） 

自己株式に関する事項 

   
  （変動事由の概要） 

  増加数の主な内訳は、次の通りであります。 

   単元未満株式の買取りによる増加    30,164株 

  

前事業年度（自 平成18年４月１日 至 平成19年３月31日） 

自己株式に関する事項 

   
  （変動事由の概要） 

  増加数の主な内訳は、次の通りであります。 

   単元未満株式の買取りによる増加    25,333株 

  減少数の主な内訳は、次の通りであります。 

   単元未満株式の買増請求による減少   1,464株 

  

株式の種類 前事業年度末 増加 減少 当中間会計期間末

普通株式（株） 189,073 8,632 810 196,895

株式の種類 前事業年度末 増加 減少 当中間会計期間末

普通株式（株） 212,942 30,164 ― 243,106

株式の種類 前事業年度末 増加 減少 当事業年度末

普通株式（株） 189,073 25,333 1,464 212,942



(リース取引関係) 

  
前中間会計期間

(自 平成18年４月１日
至 平成18年９月30日)

当中間会計期間
(自 平成19年４月１日
至 平成19年９月30日)

前事業年度
(自 平成18年４月１日
至 平成19年３月31日)

 リース物件の所有権が借主に移転

すると認められるもの以外のファイ

ナンス・リース取引

① リース物件の取得価額相当額、

減価償却累計額相当額、減損損失

累計額相当額及び中間期末残高相

当額
その他

(工具器具
及び備品)
(百万円)

その他 
(車両及び 
運搬具) 
(百万円)

合計 
(百万円)

取得価額 
相当額

63  28  91 

減価償却 
累計額 
相当額

52  21  74 

減損損失 
累計額 
相当額

―  ―  ― 

中間期末 
残高 
相当額

10  6  17 
 

 リース物件の所有権が借主に移転

すると認められるもの以外のファイ

ナンス・リース取引

① リース物件の取得価額相当額、

減価償却累計額相当額及び中間期

末残高相当額
その他

(車両及び 
運搬具) 
(百万円)

取得価額相当額 9

減価償却累計額相当額 5

中間期末残高相当額 4
 

 リース物件の所有権が借主に移転

すると認められるもの以外のファイ

ナンス・リース取引

① リース物件の取得価額相当額、

減価償却累計額相当額及び期末残

高相当額
その他 

(工具器具 
及び備品) 
(百万円)

その他 
(車両及び 
運搬具) 
(百万円)

合計 
(百万円)

取得価額 
相当額

63 15 79

減価償却 
累計額 
相当額

59 7 67

期末残高 
相当額

4 7 12

  なお、取得価額相当額は、未経

過リース料中間期末残高の有形固

定資産の中間期末残高等に占める

割合が低いため、支払利子込み法

により算定しております。

同左   なお、取得価額相当額は、未経

過リース料期末残高の有形固定資

産の期末残高等に占める割合が低

いため、支払利子込み法により算

定しております。

② 未経過リース料中間期末残高相

当額及びリース資産減損勘定中間

期末残高

１年以内 13百万円

１年超 3 〃

計 17百万円

リース資産 
減損勘定 
中間期末残高

―百万円

 

② 未経過リース料中間期末残高相

当額

１年以内 1百万円

１年超 2 〃

計 4百万円

 

② 未経過リース料期末残高相当額

及びリース資産減損勘定期末残高

１年以内 7百万円

１年超 5 〃

計 12百万円

リース資産 

減損勘定 

期末残高

―百万円

  なお、未経過リース料中間期末

残高相当額は、未経過リース料中

間期末残高の有形固定資産の中間

期末残高等に占める割合が低いた

め、支払利子込み法により算定し

ております。

同左   なお、未経過リース料期末残高

相当額は、未経過リース料期末残

高の有形固定資産の期末残高等に

占める割合が低いため、支払利子

込み法により算定しております。

 

③ 支払リース料、リース資産減損

勘定の取崩額、減価償却費相当額

及び減損損失

支払リース料 9百万円

リース資産減損 
勘定の取崩額

― 〃

減価償却費 
相当額

9 〃

減損損失 ― 〃

 

③ 支払リース料及び減価償却費相

当額

支払リース料 1百万円

減価償却費
相当額

1 〃

 

③ 支払リース料、リース資産減損

勘定の取崩額、減価償却費相当額

及び減損損失

支払リース料 17百万円

リース資産減損 
勘定の取崩額

― 〃

減価償却費
相当額

17 〃

減損損失 ― 〃

④ 減価償却費相当額の算定方法

  リース期間を耐用年数とし、残

存価額を零とする定額法によって

おります。

④ 減価償却費相当額の算定方法

同左

④ 減価償却費相当額の算定方法

同左

（減損損失について）

 リース資産に配分された減損損失

はありません。



前へ 

(有価証券関係) 

前中間会計期間末(平成18年９月30日) 

子会社株式及び関連会社株式で時価のあるものは、ありません。 

当中間会計期間末(平成19年９月30日) 

子会社株式及び関連会社株式で時価のあるものは、ありません。 

前事業年度末(平成19年３月31日) 

子会社株式及び関連会社株式で時価のあるものは、ありません。 

  

(１株当たり情報) 

中間連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。 

  

(重要な後発事象) 

前中間会計期間(自 平成18年４月１日 至 平成18年９月30日) 

該当事項はありません。 

  

当中間会計期間(自 平成19年４月１日 至 平成19年９月30日) 

該当事項はありません。 

  

前事業年度(自 平成18年４月１日 至 平成19年３月31日) 

該当事項はありません。 

  

  

(2) 【その他】 

第111期（平成19年４月１日から平成20年３月31日まで）中間配当については、平成19年10月31日開

催の取締役会において、平成19年９月30日の最終の株主名簿及び実質株主名簿に記載又は記録された株

主に対し、次のとおり中間配当を行うことを決議いたしました。 

 ① 中間配当金の総額  412百万円

 ② １株あたりの中間配当金  6 円

 ③ 支払請求権の効力発生日及び支払開始日 平成19年12月４日



第６ 【提出会社の参考情報】 

当中間会計期間の開始日から半期報告書提出日までの間に、次の書類を提出しております。 

  

 
  

  

(1) 有価証券報告書
及びその添付書類

事業年度
(第110期)

自 平成18年４月１日
至 平成19年３月31日

平成19年６月28日
関東財務局長に提出。



該当事項はありません。 

  

  

  

第二部 【提出会社の保証会社等の情報】



独立監査人の中間監査報告書 
 

  

平成18年12月15日

中国塗料株式会社 

取締役会 御中 

  
 

  
 

  
 

  
 

  

当監査法人は、証券取引法第193条の２の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられ

ている中国塗料株式会社の平成18年４月１日から平成19年３月31日までの連結会計年度の中間連結会計期間

(平成18年４月１日から平成18年９月30日まで)に係る中間連結財務諸表、すなわち、中間連結貸借対照表、

中間連結損益計算書、中間連結株主資本等変動計算書及び中間連結キャッシュ・フロー計算書について中間

監査を行った。この中間連結財務諸表の作成責任は経営者にあり、当監査法人の責任は独立の立場から中間

連結財務諸表に対する意見を表明することにある。 

当監査法人は、我が国における中間監査の基準に準拠して中間監査を行った。中間監査の基準は、当監査

法人に中間連結財務諸表には全体として中間連結財務諸表の有用な情報の表示に関して投資者の判断を損な

うような重要な虚偽の表示がないかどうかの合理的な保証を得ることを求めている。中間監査は分析的手続

等を中心とした監査手続に必要に応じて追加の監査手続を適用して行われている。当監査法人は、中間監査

の結果として中間連結財務諸表に対する意見表明のための合理的な基礎を得たと判断している。 

当監査法人は、上記の中間連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間連結財務諸

表の作成基準に準拠して、中国塗料株式会社及び連結子会社の平成18年９月30日現在の財政状態並びに同日

をもって終了する中間連結会計期間(平成18年４月１日から平成18年９月30日まで)の経営成績及びキャッシ

ュ・フローの状況に関する有用な情報を表示しているものと認める。 

  

追記情報 

会計処理の変更に記載のとおり、会社は当中間連結会計期間から貸借対照表の純資産の部の表示に関する

会計基準を適用しているため、当該会計基準により中間連結財務諸表を作成している。 

  

会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以 上 

  

 

新 日 本 監 査 法 人

指定社員 
業務執行社員

公認会計士  高  橋  秀  法  ㊞

指定社員 
業務執行社員

公認会計士  阿  部  純  也  ㊞

指定社員 
業務執行社員

公認会計士  吉  田  英  志  ㊞

※ 上記は、中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は半期報告書提出会社が別

途保管している。

 



独立監査人の中間監査報告書 
 

  

平成19年12月14日

中国塗料株式会社 

取締役会 御中 

  
 

  
 

  
 

  
 

  

当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」

に掲げられている中国塗料株式会社の平成19年４月１日から平成20年３月31日までの連結会計年度の中間連

結会計期間(平成19年４月１日から平成19年９月30日まで)に係る中間連結財務諸表、すなわち、中間連結貸

借対照表、中間連結損益計算書、中間連結株主資本等変動計算書及び中間連結キャッシュ・フロー計算書に

ついて中間監査を行った。この中間連結財務諸表の作成責任は経営者にあり、当監査法人の責任は独立の立

場から中間連結財務諸表に対する意見を表明することにある。 

当監査法人は、我が国における中間監査の基準に準拠して中間監査を行った。中間監査の基準は、当監査

法人に中間連結財務諸表には全体として中間連結財務諸表の有用な情報の表示に関して投資者の判断を損な

うような重要な虚偽の表示がないかどうかの合理的な保証を得ることを求めている。中間監査は分析的手続

等を中心とした監査手続に必要に応じて追加の監査手続を適用して行われている。当監査法人は、中間監査

の結果として中間連結財務諸表に対する意見表明のための合理的な基礎を得たと判断している。 

当監査法人は、上記の中間連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間連結財務諸

表の作成基準に準拠して、中国塗料株式会社及び連結子会社の平成19年９月30日現在の財政状態並びに同日

をもって終了する中間連結会計期間(平成19年４月１日から平成19年９月30日まで)の経営成績及びキャッシ

ュ・フローの状況に関する有用な情報を表示しているものと認める。 

  

会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以 上 

  

 

新 日 本 監 査 法 人

指定社員 
業務執行社員

公認会計士  高  橋  秀  法  ㊞

指定社員 
業務執行社員

公認会計士  吉  田  英  志  ㊞

指定社員 
業務執行社員

公認会計士  中  川  政  人  ㊞

※ 上記は、中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は半期報告書提出会社が別

途保管している。

 



独立監査人の中間監査報告書 
 

  

平成18年12月15日

中国塗料株式会社 

取締役会 御中 

  
 

  
 

  
 

  
 

  

当監査法人は、証券取引法第193条の２の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられ

ている中国塗料株式会社の平成18年４月１日から平成19年３月31日までの第110期事業年度の中間会計期間

(平成18年４月１日から平成18年９月30日まで)に係る中間財務諸表、すなわち、中間貸借対照表、中間損益

計算書及び中間株主資本等変動計算書について中間監査を行った。この中間財務諸表の作成責任は経営者に

あり、当監査法人の責任は独立の立場から中間財務諸表に対する意見を表明することにある。 

当監査法人は、我が国における中間監査の基準に準拠して中間監査を行った。中間監査の基準は、当監査

法人に中間財務諸表には全体として中間財務諸表の有用な情報の表示に関して投資者の判断を損なうような

重要な虚偽の表示がないかどうかの合理的な保証を得ることを求めている。中間監査は分析的手続等を中心

とした監査手続に必要に応じて追加の監査手続を適用して行われている。当監査法人は、中間監査の結果と

して中間財務諸表に対する意見表明のための合理的な基礎を得たと判断している。 

当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成

基準に準拠して、中国塗料株式会社の平成18年９月30日現在の財政状態及び同日をもって終了する中間会計

期間(平成18年４月１日から平成19年３月31日まで)の経営成績に関する有用な情報を表示しているものと認

める。 

  

会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以 上 

  

 

新 日 本 監 査 法 人

指定社員 
業務執行社員

公認会計士  高  橋  秀  法  ㊞

指定社員 
業務執行社員

公認会計士  阿  部  純  也  ㊞

指定社員 
業務執行社員

公認会計士  吉  田  英  志  ㊞

※ 上記は、中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は半期報告書提出会社が別

途保管している。

 



独立監査人の中間監査報告書 
 

  

平成19年12月14日

中国塗料株式会社 

取締役会 御中 

  
 

  
 

  
 

  
 

  

当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」

に掲げられている中国塗料株式会社の平成19年４月１日から平成20年３月31日までの第111期事業年度の中

間会計期間(平成19年４月１日から平成19年９月30日まで)に係る中間財務諸表、すなわち、中間貸借対照

表、中間損益計算書及び中間株主資本等変動計算書について中間監査を行った。この中間財務諸表の作成責

任は経営者にあり、当監査法人の責任は独立の立場から中間財務諸表に対する意見を表明することにある。

当監査法人は、我が国における中間監査の基準に準拠して中間監査を行った。中間監査の基準は、当監査

法人に中間財務諸表には全体として中間財務諸表の有用な情報の表示に関して投資者の判断を損なうような

重要な虚偽の表示がないかどうかの合理的な保証を得ることを求めている。中間監査は分析的手続等を中心

とした監査手続に必要に応じて追加の監査手続を適用して行われている。当監査法人は、中間監査の結果と

して中間財務諸表に対する意見表明のための合理的な基礎を得たと判断している。 

当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成

基準に準拠して、中国塗料株式会社の平成19年９月30日現在の財政状態及び同日をもって終了する中間会計

期間(平成19年４月１日から平成19年９月30日まで)の経営成績に関する有用な情報を表示しているものと認

める。 

  

会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以 上 

  

 

新 日 本 監 査 法 人

指定社員 
業務執行社員

公認会計士  高  橋  秀  法  ㊞

指定社員 
業務執行社員

公認会計士  吉  田  英  志  ㊞

指定社員 
業務執行社員

公認会計士  中  川  政  人  ㊞

※ 上記は、中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は半期報告書提出会社が別

途保管している。
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